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1 地方分権と中央集権
一序にかえてー

地方自治制度の中央集権化は今世紀を通じて流れる否定すべからざる現

実である。もとよりその速度と程度は国によりそれぞれ相当に違ってはい

る。しかしそれは現代国家一般に多少ともみられる共通現象だといっても

決して誇張した表現て、はない。いう迄もなく村落を中心とするかつての小

域経済から都市を中心とする資本主義経済への変佑がこれを基礎づけたの

である。すなわち資本主義に由来する社会経済的環境は一切の社会生活の

領域を行政対象に変化せしめて穏々の新しい行政事務を政府に要求する一

方，これ迄の地方事務・国政事務の区別を失わしめ行政問題を全国的視野

に迄拡大せしめた。かくして高度に複雑化した行政事務を統一的専門的に

処理する中央政府の登場が余儀なくされた。つまり大企業（BigBusiness) 

の発展が大規模な政府機構（BigGoverτunent）の出現を促したのであ
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る。こうした過程を経て中央集権は主として（I）下級行政単位のもつ権限の

中央政府移行，（2）中央政府の下級行政単位に対する監督・統制の強化，（幻
(1) 

中央政府の地方財政関与の型態をとって表面化したのである。

アメリカの地方教育行政制度についても同様のととがいわれる。確かに

現在5万余の地方学区が存在し，それぞれが当該居住民を代表する教育委

員会によって運営され，かつて辺境に自己の運命を切り拓いた開拓者が政

府の束縛を排して学校を建て子弟を教育し，デモクラシーを悼の問（gr”

ass root）において培った政治的信念がいまなおそこに残されている。この

意味において「公立学校3民主主義の最後の砦であり，西欧諸国に比パて

地方分権は顕著なものがある」ということも可能である。しかしいまや地

方学区に代って州政府泊三そして漸次的ではあるが連邦政府が教育運営の

：中心的地位をしめ，キャムプベルをして「との事実（中央集権〉を無視し

て，在りもしないかつての地方分権を回翻することは現実に限を閉じ，歴
(3) 

突の流れに縛さすものだ」といわしめ，パートキーをして，かつての伝統
(4】

的な地方分権讃仰を「農民神話」としてllit佃せしむるに至ったのである。

いう迄もなく，乙の国の教育行政は「憲法によって合衆国に委任せられ

ず，また州に対して禁止されていなし、権限は各州または人民に留保せられ

る」という合衆国憲法修正第10条の原則に立って州の機能とされている。

：従って教育に関する一切の権限は各州憲法の留保するところであり，地方

学区は何ら固有の権限をもたず，州立法部の最高権力に従属している。こ

の意味において州は地方学区の生殺与奪の権を掌握しており公立学校：立川

の創造物だといわれる。もし州の憲法が明示的に禁止していない限L 州

立法部は必要で適策だと考えればそれを分割するととも，また廃止するこ

とも可能である。合衆国・州最高裁判所の数多い判決もこれを司法商から

〈註1) 長浜政寿「地方自治」 19目5年 73'ー祁頁。
（註2〕 Ca血 pbe!l,R. F.；“The Folklore of La国 ISchool Control ヘSeboor 

Review, 67-1 (Spring, 1941) p.1. 

（註3〕 Campbell, R. F , ibid吋

〈詮4) Bartky, J. A.~ “ Agrarian Myth in Administrnt1onヘNations'
Sc由。ol,(Oct., 1956〕pp.80-81.
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裏づけて来た。次の判決文はその一例である。 「将来共和国の支困者とな

る児童を教え訓練する学校は本質的に（田sentiallyand intr皿＜ically)

州の関心事であって，地方立法部のそれではない。との事柄に関しては州

がその単位体であり，立法部が権力の本源である。学校及びそれに係わ：

事項に関する権限は必ずしも地方機関によって行使される分配的〔吐istri-

butive〕なそれでなくして州立法部に属する中央の権限である。この権限

が州教育委員会によって行使されるべきか，あるいはカウンテイ，タウン

シップ，都市団体に配分されるべきかを決定するのは他ならぬ州立法部で

あQ。…・・・学校に関する権限は立法権であって執行によって尽きるべきも

のでない。州立法部はある計画を実行したからといって他の計画を実施で

きない訳ではない。それば完全に自由な方法の選沢権をもっし，必要で適

策だと考えればその都度計画を変更7するととが出来る。……それ故州立法

部が学校の運営権を仮IC地方団体に授権したことが正しいと仮定したとし

ても，との制度を変更することが不可能だという結論に吾々はなんらの根
(5) 

拠も発見出来ない。」

こうした無制限に近い一一合衆国・州憲法による限界付けを除く←ー州

立法部の権限は君主権を代表する植民地総督とのはげしい闘争の体験から

えられた執行擦に対するアメリ力的嫌悪の副産物だといわれる。だが辺境

に培われた人民主権の原理が州をとらえ，さらには連邦制度の母胎となり，

いわゆる法律の法（Thelaw of law〕ともなった草の根主義（grass-

rootism〕が支配した建国当初の政治的環境のなかで， 州立法部立地万戸

区の主人公として振舞うことはなかった。権限の行使に当っても州土原則

を命ずるに止まり，その義務の履行J立地方学区の自主的な行為に一任して

いた。例えば州は学校を作ることは命令したが，とれを建てその費用を支

払い，これを統制したのは地方学区であった。トックピルの言ー葉を借りる

と「州は統治（govern）したが，法律の執行（executethe law〕には当

〈詮5) Edwards, N.; The Courts aod the Public Schools, 1955, p. 29. 
Hamilton, R R and Reutter, E E. Jr.; Legal Aspects of School 
Board Operation, 1958, p. 2 
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(6) 

らなかった」のである。

しかし南北戦争を通じて発達した民主主義，産業革命を契機とする資本

主義の急速な展開は学校制度にも大きな影響を与え，民主主義国家の建設

には有能なる市民の育成を必要とし，教育はすべての者IC開放され公費に

より行われるべきだとの認識が普及L，ζれを転機として州Z教育の不平

等性を是正すべく地方学区を麗々の統制下におくようになった。 ことに

1929年にはじまる経済恐慌は徴税区域が狭小で取立てていうべき税穏目を

欠く地方学区に徹底殴打撃を与え，州政府の財政救済を必須としたが，そ

れ以後州の統制は加速度的にテンポをはやめ，かっ拡大・深化されるに至

った。

こうした集権化の顕著な現われが，とれ迄地方学区に一任されていた権

限の州政府への移管である。 1910年代における州再組織運動の一環として

教育に関する権限の殆んどが州政府の責任となったノースカロライナ，デ

ラウヱヤを’士じめとして，ペン1/）レパァニア，ニューヨーク，カリフホJレ

エア，ミシガン，フロリダ，ァラパマ，ウィスコンシン， Eシシッピー，

コネティカットの諸州はその著しい例である。例えばノースカロライナ

では，教科書の採摂と購入，教授用備品・燃料・視聴覚資料・教材等の供

与，スクールパス施設，校舎保険，教授指導等は今日ではもはや州の責任

である。その他，州負担の地方教育費に関する予算編成権，地方負担によ

る地方学区の予算案審査，地方教育費の会計監査も州の権限に加えられて

いる。この結果，地方学区には校舎の維持，負債整理，州が規定する基本

教育プログラムを上廻る教員の雇傭，高給料支払い等の権限が残されてい

るにすぎない。その他の州でも，例えばアラパマの如く教科書の選摂・購

入と配付，カリキュラム，校舎建築の決定，校舎保険金の負担，スクール

パスの購入と児童運輸組織の管理等が州の責任とされるなどノースカロラ

イナ程ではないが権限移管による中央集権化が大なり小なり認められる。

なかでも農村指導主事制度，教科書の購入と配付；立夫々24州， 16州で州の

〔註6) Tocqueville, A ; De田 ocracyin Ameri回， v<!. 1 1898, p. 101. 
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権限に移行され，この方面における中央集権化を雄弁に物語っている。

さて，上述した権限移行による中央集権化以上に一層顕著にみられる集

権化の現象は各種教育行政に関する行政的統制の発達である。もちろんこ

うした行政的統制の発達は本世紀に入ってからではない。 18世紀末におけ

る年間教育回数の法定を皮切りとして若干の州ではこんにちみられる行政

的統制のいくつかを既に採用していた。それにしても次の事実は最近特に

顕著となった行政的統制の強化を単的に表現している。義務教育制は1850

年代マサチュセッツで布かれていたにすぎないカ！， 1900年では21州で法定

され，もはやこんにちでは全州で実施されている。 1850年代教員免許証を

発行した州はわずか1州であり， しかもこの事務担当者は1名にすぎな

かった。それがその後， 1903年5州， 1911年 15州， 25年38州と驚渓的に
(81 

増加し， 51年ではマサチュセッツを除く各州に共通する現象となった。こ

れらは学校の外的事項〔externalaffairs）に係わる統制であるが，教育の

内的事項（internalaffai四〉についても同様である。すなわち高等学校に

係わるなんらかの基準 例えば必修科目，必修単元数 を州教育関係

当局が自ら定めていた州は 1912年に 14州を数えていた。それが22年lC:41

州， 25年42州と増加し，現在では全州にみられるととろである．しかも23

州以上で規定されている基準は18を数えている。カリキュラムに関しでも

同じことがいわれる。 1903年， 564の教科目が法定されていたが，その後
(9》

10年聞に61科目が追加され，更に7年を経過した1930年には 131の新科目

が殺定された。 37年についてこれをアレキサンダーの報告によって検討す

ると， 44州がコ｛ス・オブ・スタディについて規定L-, 33州が教科配当
(10) 

時間を詳細に定め， 28州は特定科目の履修合格規準を示すに至っている日

（註7) Burke, A. J.; Financing Public Schools in 由eUnited States 
1951, pp. 38与「399.

（註8) Hales, H., Fede四 lC町itrolof Pubhc Education, 1954マ p.46. 
く註9) F＇四 ders,J K ; Legislative Co叫rolof 也eElementary Curricu-

!um, p. 175 
（註IO) Alexander, W. M.; S拍teLeadership in Improving Instruction, 

1940, p. 21. 
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なおこうした行政的統制は学校財政分野に迄拡大され，地方学区を種々の

統制下におくようになったo 1947年を例にとると，地方学区による過重な

課税防止，競争的評価からくる低評価の是正を目的に， 38州が課税限度，

22:,Hil；省償限度を法定し，会計についても2勾刊が財務報告を地方学区に義

務づけ，地方予算の再審権，裁可権，会計監査権がそれぞれ20州に留保さ
(11〕

れている。

ところで中央集権のいま一つの型態として上述の行政的統制と表裏一体

をなし乍ら，わけても30年代の恐慌以降急テンポに展開してきた州の補助

金政策をあげなければならない。地方分権的な教育行政制度と並行して，

地方教育財政制度も設置者負担を原則と L,111はこれを奨励する意味で州

庫収入金の一部を奨励金として地方に交付し，あるいは教育費の地方課税

を法令に基く義務として地方学区にその履行を強制するに止っていた。そ

れが19日日年に至る各州の財政政策であった。しかし，義務教育制度の履行，

就学者の増加，種々の最低必要基準に代表される州の強制的事項の増加等

により，地方教育費は著しく増大し，地方学区はこれに対処して過重な税

負担を当該地方民に課した。だが乙のことは貧困学区の到底ょくしうると

ころでなく，資本主義の肢行的発展に伴う富の不均等的分布と相侯って教

育機会の不平等が顕著となり州の財政関与が不可欠となった。かくして

1900年前後にかけて各州はとれ迄の第三者的な地方費負担奨励策を捨て

て，地方学区の課税限度を法定する一方，交付税（state-collected-locally

shared tax), 補助金制度（grant”in-aid），特別奨励金制度（special

stimulation grant〕等の財政政策をとるに至った。 これらは補助金政策

である限りにおいて従来の奨励策にみられない積極的意義をもつものでは

あった。しかしこれらの基本的立場は教育費の地方負担を第一義的とする

点において従来と何等異るととろがなかった。その上補助金交付方式立，

交付税制度が地方の財源，補助金制度が人口，学令人口，奨励金制度力演

〈註11) The Council of S伺te(;overnment; The Forty-mght State Sch凹l
System, 1949, pp, 154-ー158.
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績主義一一州の補助額と同額を地方で負担する方式（ーあるいは努力に対

する支払方式（paymentfor effort）であった。そのため意図する教育機

会¢均等化，財政負担公平化の実現が阻まれ，皮肉にも富裕学区を利する結

果に終ったのである。この結果， 192日年3分の2月刊で実施された交付税制

度は急速にその存在理由を失し、27年度に僅か10i・1で実施されたに止まり，

特別奨励金制度も1923年を境に衰退の一途を辿り，とれに代って平衡交付

金制度が各州の新財政政策として実施されることとなった。この交付金制

度は最低必要限度の基本教育計画〔FoundationProgram〕を州で決定し

た後この計画遂行に必要な経費を算定し，地方学区の負担能力に応じて

不足額を州の平衡化資金で補助するか，或は必要経費全額を州が負担する

財政政策である。いずれの方法をとるにしても，ともかくfiの法令による

義務の強制的事項に州が財政上の責任を持ち，州の強制的行為からくる地

方負担の不平等を是正L，地方負担をできるだけ騒減する点において共通

している。ここにおいては地方費負担を根本原則とする従来の補助金制度

は放棄され，財政の中心が地方から州に移行し，少くとも教育基本計画に

関して地方負担はもはや州教育費を補足する第二義的役割を演ずるにすぎ

なくなったのである。しかもこの平衡交付金制度は1953年度現在87の政策

に活用されており，先述した教育費負担が殆んど州の責任とされたノース

カロライナ，テネッシー等と共にもはや州を除いて教育財政が考えられな
(12) 

い現状を端的に表現している。いまととで地方分権的な財政制度を促進す

る奨励金制度から檎助金政策，平衡交付金制度に至る財政政策の展開を数

字に示すと次のようになる。 1890年初等・中等教育費の18,4%を占めてい

た州負担金は恐慌時の19喧6年には29.3%に跳ね上り，それ以降も増大の一

途を辿って44年33.0%,56年41%となっている。ことにノ｛ニスカロライナ

(80%），テネシー（65%〕，サウスカロライナ（64.4%〕，ワシントン（6日

〈註12) Burke, A. J.; op. cit., pp. 252戸－267.The Council of State Gov・ 
e m皿 ent;op. cit, pp. 111-162 

（註13) Hutchin, C. D. et al.; Trends in Sign祖国ntFacts O也 School
Finance, 1957. 
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(13) 

%〕では教育費の6割以上を州で負担している実情である。

なお，以上の集権化による州の地方に対する統制権，影響力の拡大と併

せて，ヘイルズのいう知識の集権，いいかえると州の拒導自t役割の展開を

あげる必要がある。何故ならそれはある意味においてこの国の中央集権佑

の本質を物語るものであるからである。州の掠導的機能隠190日年において

情報の箆供，年報作成，教育法規の公布，補助金交付に限定され，州教育

局職員数は総数 177名で1州当りに換算して平均3人強にすぎない状態で

あった。それが恐慌後急増して40年3,718名， 50年9,500名となり， 1948年

度現在全州が教授指導，スヲーJレランチ指導のサーピスを提供し， 5州は
(14) 

33の教育分野に関するサ｛ピスと指導を供与じている。しかしとの国の民

主主義的伝統がこうした州の行政酌統制に権力的・後見的色彩を帯びさせ

ていないことは注目されねばならない。確かに州は広汎な行政活動を行う

ようにはなった。けれどもそれは地方学区に命令することによってではな

し助力し相談に応ずるやり方によるのが普通である。いいかえるとサー

ピスと指導 (leadership〕の精神で行われているのである。例を教育の真

隠といわれるカリキュラムにとって多少詳しく検討しよう。

1937年金州がコース・オブ・スタディの細目を法定L，科目配当時間，

履修合格標準がそれぞれ33州， 28州で規定されていることは既述したとこ

ろである。ルーター，サイツの報告についてみると今日においても事情は

同じである：従って法理論的には地方学区は法の規制に従う義務があり，

州教育職員はこの義務の履行を監督する責務がある。しかし視学官（inト

pectar）から指導官。up町 visor），助言宮（comultaut〕へという職員名

称の変更が示唆するように「現在その責務を監察であり，法の強制実施だ

〈註14) Hales, H.; op. c比， p.47. Thurston, L. M. and Roe, W. H.; 
State School Administration, 1957, p. 116. 

（註15) Reutter, E. E Jr.；“The Law田 dthe C m:iculu阻”， Lawand 
Conte皿po四 ryProblems. 20 (Winter, 1955〕， pp91-103. 
Seit,, R. C.；“S叩 e四・isionof Public Ele:田entaryand Seconda可

Sch。olPupils Thro lgh State Control over Curriculuro and Te. 
xt』 okSelection", Law and Conte四，po四 ryF印刷ems,20 (Winter, 
1955〕， pp.1G4-24. 
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と考える行政官は少く，大半はそれを目的としてよりもむLろ手段だと考
【W)

えている」。すなわち「地方教育担当者との助言的な協力体制を通して，

法の強制lこ対する受動的服従ではなく，より充実した芋校が好ましいとい

う積極的な信念ほいて自発的な行動をとるよう彼等を導いてい幻ので

ある。ことに目まぐるしく変動する現実に対応するようカリキュラムを構

成し改善するにはこの分野における専門家の知識と技術を何よりも必要と

する。それと同時に直接担当者である教師及びこれを享受する父兄の協力

をも必要とする。このことはこの閲の事情に疎い州立法部のもはやよくし

うるところではない。そのとカリキュラムの立法的統制lは事態に速に即応

できないという欠陥を持つに止まらず，教師の創意と熱意を担喪させる嫌

いがある。特にコミュニティー・スクール教育理念に不可欠な教育の地方

的特殊条件への適応性をそぐという点に致命的な欠陥を持つ。従ってカリ

キι ラムの立法的統制はできるだけ一般的でブロードな事項に限定して，

細部の決定権はできうる限り豊富な知識と経験をもっ州教育長・教育局に
(18) 

託する傾向が一般的となって来たのである。かくして州教育局は中央のも

つ豊富な情報と知識を基礎に市民を含むカリキュラム改善委員会を組織し

て公私の関心をそそりつつ地方との協力体制を築きあげ，融自直性に富んだ

指導で以て地方的条件に適応したカリキュラム構成を実現している。例え

ば1947年，州教育局主唱の下に教育に関心をもっ公私の団体代表から構成

されたイリノイカリキラム政策審議会は，政策決定の根本原則として，計

画は地方が自由に参画できるようにパーミッシブであること，計画は草の

根主義に立脚して学校を改善するのは他ならぬ教師，父兄，児童である事

実を卒直に認めること，地方の事実と意見を尊重することとを掲げ，計画

実現の方策として，講習会の開催，情報の無償交付，実験学校の設立，計

画質の州負担等を明らかにしてし宅。毎年制人以上の委員を動員してい

f註16) Thu四ton,L. M・ 剖dRoe, W. H.，叩ー C比， p.303. 
（註17〕 Thu四必on,L. M 四 dRoe, W. H , op. cit., p. 303. 
（註18〕 Remmlein,M. K，“Statutory ProblemヘLawand Contemporary 

Problems, 20 (Winter, 1955), p. 12ι」7
（註19）岱四四ton,L. M. and Roe, W. H.; op. cit., pp. 307-「8.
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るミシガンカワキュラム計画も亦イリノイ同様その目的を次のように言明

している。「教科改善に関する Eシガン計画の目的は，教育に関心を寄せ，

学校の今目的課題を検討し望ましい教育目的を実現するべく色々な経験を

計画に活かそうとする人々に助力するのが目的である。州教育計画はすべ

ての公立学校で使用される一律のコース・オプ・スタディを制定すること

よりも，むしろ地方がそれぞれにふさわしいカリキュラムを計画するに当
(20) 

って望ましい方向，強調して欲しい点を提案することにある」と。

以上，州への権限移管，財政関与，行政的統制の三型態を通じて州への

中央集権化が進展したことをみて来た。それは著しい分権的自治制度をと

るこの国においてももはや紛れのない事実であったのである。しかしこの

ような州への集権化は先きのカリキュラム統制にも明らかな如く決して地

方分権にとって代る国家的官僚的なものへの権限集中でもなければ，後見

主義的監督の強化でもなかった。この国の伝統的な地方分権制度は極めて

強固であったし，また現にその精神がいまなお強く残されているからであ

る。中央集権の出現も，地方学区に固有のものでない，あるいはその能力

を超えた教育問題を処理して地方分権を補足するものであった。端的に表

現すると，それは現代教育が要求する該博な専門的知識とすぐれた行政的

技術を備えた州と責任ある地方との聞の相互理解を中枢とする協力関係で

あったのである。とれを ZJレのいう「知識は集権化され，権力は分権化さ

れなければならない」の具体的現われだと換言しでも不当であるまい。

1939年学校の内的事項に関する立法的統制に強い反対を表明し乍らも，教

育政策審議会（EducationalPolicies Commission）が「州教育局は，そ

の有能なスタッフを動員して教育を促進し，教育最低基準を保障する立法

的統制を補足すべきである」として州の拒導役割を高く評価したのもそう
(21) 

した意味合いからであった。

ところで州と地方との聞にみられるこうした関係の変化は社会騎造の資

個別） Thurstcn, L. M and Roe, W. H ; op cit , p. 309. 

（邑21〕 StateEducational Policies Cammi田＞On'; The Structu白血dAd-

ministratmn of Education in Amen回 nDe血 ocracy,pp. 81-82 
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本主義社会への変化を反映したものに他ならない。急激な人口増加，運輸

通信機関の発達，大企業の出現に伴う経済力，政治力の求心的傾向はかつ

て小宇宙を形成した地方学区を国家経済の渦中に巻き込み，それを社会の

円心から円周上の一点、に移行させて統合と巨大さの前の無力な寄在とし

た．それと同時に，不干渉主義の州政府という理組を色あせたものと化さ

しめ，州政府の行政介入を不断に要請するに至ったからである。しかもこ

れと同ーの事情に基いて州政府それ自体ももはや一個の独立した政治経済

的単位でなくなり，かつて地方学区が州の援助を求めたのと同様州政府も

亦連邦に援助を求めざるを得なくなったのである。以下では目を転じて連

邦の教育関与の展開をみることにしよう。

合衆国憲法が教育に関して明示的に触れず，態法修正第10条に基いて教

育が州の機能とされたことについては既に述べたが，このことは建国当初

の政治事情を反映したもので，建国者，または連邦政府の教育に対する無

関心を物語るものでなかった。遊園者逮が教育に如何に強い関心を寄せた
(22) 

かは憲法和定前後における彼等の論述に窺うことが出来る L，憲法採択に

2年先立つ1785年国有地の一部 各タウンシップの16蕃地区 を公立

学校設立のため国有地として保有したことに連邦政府の関心の程が知られ

る。しかもその後オハイオ州をはじめとして新州が連邦に加入した際この

国有地を交付して公立学校維持の資金に充当させ更に塩地，沼沢地をも交

付して公立学校設置を奨励する一方，新州の連邦加入の条件として（！）無月

謝公立学校の設置，（2）英語による教授，（3）人種別一白人・黒人 学校の

設立を義濁づけている。このように憲法は教育に触れこそしなかったが，

連邦政府は建国当初から教育に大きな関心を寄せ，公立学校制度確立を側

面から奨励して来たのである。）

〈註22〕 Edu田tionalPohcies Commi田ion; Policies for Edu阻むonin Am-
e口国nDemocra可， 1946,pp. 6ー・23

Strayer, G. D.；“Federal Responsibility for Public Edu田 tion” 
(in Schools For De四 oc回 cy,ed. by W>lliam C. 0.), 1939. 

（註23) Burke, A. J.; op. cit., pp. 243-244. 
Allen, H P , The Federal Govermnent and Edu田 tion,1950, 

pp. 60-90. 



50 

しかし南北戦争を転機として連邦政府はこれ迄の無条件的な援助政策を

廃して種々の統制を州に加えるいわば条件付きの財政政策を採るに至っ

た。 1862年制定のモリル法 αfo町iiAct〕は主として農業・工業技術を教

授するカレッヂを設立する州に対して国有地を交付したが，それと同時に，

カレッヂの年間教育計画，州の産業経済統計に関する年報の提出を各州に

要求した。殊にこのモリル法を改訂した1890年の第二次モリル法は，白人・

黒人別カレッヨを設立しない限り固有地カレッヂの入学資格に人種別差別

を付ける乙とを禁じ，連邦政府11:：補助金交付を差控える権限があることを

明文化して，州教育活動を方向づける連邦統制の新たな展開の端緒を切り

聞いたのである。そしてこの新しい連邦統制は1890年のネルソン改正

法〔NelsonAmendment Act), 1935年のパンクヘッド・ロョーンズ法

(Bankhead-Johnes Acのあるいは成人教育を対象とする 1914年のエミ

ス・レーパ｛法（Smith-LeverAct）に活かされ，叉モリ Jレ法の意図した

技術教育振興はハッチ法（HatchAct, 1887〕，アダムス法（AdamsAct, 

1906〕，パーオ、Jレ法（PurnellAct, 1925〕，等によって継承されたのであ

る。

ところで，このように連邦統制が州に加えられたといっても，以上はと

もかくカレッヂ以上の高等教育機関を対象とするものであった。しかし19

17年に制定されたスミス・ヒューズ法（SmithHughes Act）は連邦統

制が中等教育機関に迄拡大された点において新たな展開を示すものであ

り，かっその統制が深化された点においても亦画期的であった。この補助

法は中等教育機関における職業教育の奨励を目的とする連邦職業教育局を

設立し，（！）農業教育，（2）手工・家庭科教育，（3）職業科目の教員養成，（4）勤

労青少年のための定時制補助学校設立等に補助金を交付する法令であって

その対象領域がかなり広汎な分野に亘るだけに補助額も多額にのぼった。

それだけにこの補助政策は教員給料の半額負担を州に義務付け，州教育計

画の裁可権，職業科目の年間担当時間，週当りの教育時間数等の細目に亘

る決定権を連邦教育局に留保せしめた。モールマンの言葉を借りると，
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「連邦教育当局が州教育計画お主び州職業教育局担当者に加える支配権と

干渉権はアメリカにおける伝統的な地方統制理念に未知のものである。職

業教育法によるワシントンへの権限集中はそのまま放任すると公教育への
(24〕

連邦統制をますます主主大する実に恐るべき徴候であった」のである。

しかし，このように連邦統制が強化され，かっそれが多くの批判を招く

こととなったといっても，ともかくそれは州との協力関係を通じての会教

育関与であった。だが全国を席捲した：30年代の恐慌はニューディール政策

の一環として州を媒介としない直接的な公教育統制方式を連邦政府に展開

せしむるに至った。失業教員を救済し，不就学脊少年を教育する1933年の

C.C.C. (Civilian Conservation Corps），通信学校，文盲教育，労働者教

育，両親教育，成人教育を含む1934年－35年の W.P.A.〔WorkProgress 

Administratユon）はいずれも連邦教育局の権限で以て州・地方とは別簡に

独自の計画を立てその管理権をワシントンに集中した。また1939年の N.

Y.A.σ•fational Youth Association〕は主として失業青年に中等・高等

教育を与える目的のものであったが，これもその政策決定とそれに伴う行

政上の問題を連邦当局が処理した。ジョイアルの表現をかりると「それは

正しくワシントン指令の業務であっ自のである。

以上の連邦政府の公教育直接関与は，恐慌に応ずる一時的な緊急措置で

あって社会秩序の回復と共に廃止されて従前の間接的な統制方式に復帰し

たが，しかし連邦補助の対象領域は1940年以降更に拡大されるに至った。

すなわち1941年一1947年のランハム法（Lanh阻 iAct〕は連邦の国防活動

に伴い行政活動が増大した地方学区に財政的援助を与え， 1945年の国防要

員養成計画では，（1）中等教育段階における国防に不可欠な職業教育，（2）国防

に必須な短期工業教育課程，（3）上級学校不進学の農村青年に対する職業教

育に補助金を交付したのである。さらに，戦後においても復員者教育法

(Servicemen Readjustment Act, 1944), 全国学校給食法（School

（註24) Moehlmaa, A. B ; School Adm出1st四 tion,1940, op cit , p. 828. 
〈註25) Hales, H , op cit., p. 63 
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Lunch Act, 1946〕，ランハム法を継承するパブリックロー815, 874，あ

るいはカレッヂ学生への奨学金貸与，育英制度，理科・外国語教育振興，

調査研究を対象とする国防教育法 σfational・De自enseAct, 1958）を

1958年法定するなどして，多方面に渉る教育活動を支持している。

かくして連邦政府は 1957年現在2日の連邦政府諸機関を通して 120の教育

計画を実施するに至ったのである．いまこれを活動機関別にみると復員局

(8億1千3百万ドル〕，保健・教育・福祉省（4億9千l百万ドJレ〉，農

務省（3億9千9百万円レ〕，内務省（9千万ドJレ〉，国防省（6千6百万

ドル〉となり，教育部門別にみると高等教育〔10億ドル〉，初等・中等教

育（6億5千8百万ドJレ〉，教育研究機関調査費（1億3千3百万ドJレ〕，

成人教育（8干7百万ドJレ〉，国際教育（5千万ドJレ〕，公務員教育〔3百
(26) 

万ドJレ〉となる。多数の連邦機関によって多彩な連邦活動が行われている

事情と，そのなかにあって連邦教育局の占める比重が相対的に小さいとと

が一見して明らかである。しかし194T年には連邦教育補助費の僅か 1%が

連邦教育局の手を経て交付されたにすぎないが55年には15%と増え，現在

国防教育費の一切が教育局の管理下におかれている。この事実は漸次的で

あるが連邦教育局が連邦政府内における地位を強化しつつあ壬証左として

注目されねばならない。何故なら地方分権再編成の一環として連邦教育活

動の統一機関としての連邦教育局の地位強化は多くの再編成論者の支持す

るところであったからである。そして現在，連邦義育局は、連邦政府立法

部・行政部への知識提供，連邦政府の各教育機関および各種学校に対する

指導，アメリカ教育の動向と諸問題の研究分析，連邦補助金の交付，州・

地方の教育効率を高める調査研究，情報，知識の公布等の機能を担当して

指導的地位を高めつつあるのである。

ととろで，上述した連邦の教育関与との関連において特に注目を要する

ととは，最近に至って合衆国最高裁判所の司法権行使による教育関与によ

（註26) All田LH.P.，“The Heritage of Federal Interest皿 Edu回 tionヘ
79 1 (Sept 1959〕 pp.46-49. 
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n てこれ迄の連邦統制がさらに補強され，かつ法的な裏付けをうるように
(21) 

なったという事実である。スパーロックの研究によると，最高裁判所が教

育に関して下した総判決数は45件であるが，そのうち27件は1926年以降の

2£年間における判決である。 1926年に先立つ 139年聞に僅か18件が判決さ

れたにすぎない事実と対比して，連邦の教育関与が活発化した19.お年以降

司法統制もそれと歩をーつにしてこの国の教育政策にかなりの影響力を持

つに至った事情をそこにみてもあながち不当ではあるまい。もちろんこう

した判決を通じて最高裁判所は主として私立・教区学校への教科書・運輸

設備の無償交付，特定条件下における放課後の宗教教育，公立学校教員の革

命団体加入禁止等に関する州の権限を明確にして来たことは確かである。

しかし一方において，州が教育に対してもつ憲法上の限界，連邦政府によ

る教育補助政策の合意性を明らかにし，これ迄事実として行われて来た補

助政策に法的な確証を与えたのである。なかでも合衆国憲法第1条，修正
(28) 

第14条は「司法の無情」（judicialruthlessness）と呼ばれる程の強い司法権

の発動で以て教育に関する州の権限を大きく制限するに至っている。合衆

国憲法第1条に基いて連邦政府が公共の福祉を目的とする課税穏をもつか

否かは建国当初から論議の的であったが， 1933年農業調整法の違憲判決に

おいて合衆国最高裁判所は連邦政府に課税扱を認めるハミルトン流の立場

を明確にして，連邦の教育費者n助政策は憲法に抵触するものでないことを

側面から確認した。もちろん迎邦政府はこの権限を行使して州に保留され

ている権限を犯すこと付出来ない。しかし全国的な社会的要請に応えて州

と協力関係に入ることや，連邦交付金の交付目的を達成する上に不可欠な
(29〕

統制手段を用いることは違憲でないことが明らかにされたのである。

ところで，この第1条の「公共の福祉」条文にも増して教育に影響すると
日町

ころが大きいとエドワードをしていわしめ，事実教育に関する州の権限を

〈註27) Spurlock, C.; Edu四 tion田 dSupreme Court, 1955. 
〈註28) Edwards, N., op. cit., p. 21. 
（註29〕 Edwards,N.; op. c辻， pp.与－5.
（註30〕 Edwards,N.；“StabHity and Change in Basic Concepts of Law 

Governing American Education ヘTheSchool Review, LXV-2 
(Sept 1957〕， p.173. 
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大きく制約するに至っているのが，修正第14条にある「法の平等な！JIH!!i」
。り

と「正当なる法の手続き」に関する条文である。「法の平等なる保設」はセグ

リゲイション問題で教育に関係するところが大きい条文であるが，しかし

1896年合衆国最高裁判所はこのことに触れず人種的に分離されているもの

の平等の機会が与えている限りにおいてセグリゲイションは合憲であると

の判決を下した。それ以降この分離されているが平等だという原則それ自

体が憲法修正第14条に抵触するものであるか否かは全く不問に付されて，

人種別に平等の機会が与えられているかそうでないかに判決の焦点が集中

されて来た。ところが1954年の有名なトピカ教育委員会事件をはじめとす

る一連の判決において，合衆国最高裁判所は何よりも法を時代に一歩先ん

ぜしめ，変化する現実を尊重する観点から「憲法修正案が可決された1868

年，セグリゲイション問題が最初に裁かれた1896年に時計の針を戻すこと
(31) 

は不可能だ」との立場に立った。そして分離されてはいるが平等だとする
(32〕

従来の原理は違憲であり，無効であるという次の判決を下したのである5
今日，教育は州および地方自治体の恐らく最も重要な機能である。民主主義社

会における教育の重要性は我々の認めるところであって，義務教育法の施汗およ

び多額の教育支出がそりことを証明している。教育は基礎的な公共の義務履行に

不可欠であり，善良なる市民精神の基礎である。今日教育は児童が文化的価値を

知れ将来の職業に備え，環境に正しく適応する上こ式切な手段である。かかる

現代こおいて，教育の機会が拒まれた児童に，人生でD成功を期待しても覚束な

同教育の機会怯すべてのものカ坪等に刺用できる権利である。州はこの機会を

提供する義務がある。

かくして，単なる人種的観点から公立芋授の児童をセグリゲイトすることは，

物的な施設やその他の知覚できる要件がかりに平等であるにしても小数民グルー

プ白児童から均等なる教育機会を奪うものでないかと¢疑問に逢着する。彼等〈黒

人の児童〉をたんなる人種的な理由から同年輩s 間資格自児童から分離すること

は地域社会における彼等白地位に関する劣等感を生み，その心身に大きな影響を

及ぼす。 ー吾々は「分権されてはいるが平等だとり理論」は公教育の分野では

なんり根拠ももたないと結論する。分散された教育施設は本質的こ不平等だから

である。従って原告並びに同ー境遇におかれt~，人々はセグリグイ Vョシによって

（註31〕 Edwards,N; The Courts and 由ePublic Schools, 1955, p, 548 
〔註32) Edwards, N,; 1b1d , pp, 54ふー59,
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修正第14条が保障する法の平等なる保護を奪われたものと吾々 は決定する。

己の判決は人種別分離学校制度を取って来た10州に大きな影響を与える

こととなり，かなりの抵抗はあったが，全体として冷静に受け入れられ，

分離学校の撤廃は教育行政担当者および教師の努力如何によって近い将来
(33) 

に可能となるであろうとさえいわれている。同じ第14条にある「法の正当

なる手続き」の条文も亦，これ迄州に固有の権限とされ能う限り連邦の介

入出盛けられて来た州のポリスパワー（PolicePower〕一一公衆衛生，公

共福祉，公共の目的等を増進するために個人の権利や財産権を制限するこ

とができる権限←ーに適用されて，教育に関する州の権限をかなり制約す
(34) 

るようになった。一例をあげると，1919年ネプラスカ立法部は州内の公立・

私立・教区学校で8学年未終了の児童に外国語を禁止する法案を可決した。

いわゆるポリスパワーを行使して私立・教区学校での外国語教授を禁止す

るこの法律は，個人の自由侵害であり，違憲だとして直ちに裁判所に持込

まれた。この控訴に対して州最高裁判所は第一次大戦の杜会状勢を反映し

て，教授が外国語で行われている私立・教区学校地区に敵国感情が殊のほ

か強烈であってもしこれを禁止しないと社会的・国家的統ーが危くされる。

叉外国語しか読めない児童に英読を教え，アメリカ市民としての義務や責

任を理解させることは国家の安寧福祉にとって必要である。従ってとの法

律は些かも憲法に抵触せず，合意だとされて，控訴は却下された。ところ

が〉合衆国最高裁判所はこの法律は両親の子弟教育に対する自由，外国語教

師が法の認める職業を求める自由に怒意的な干渉を読み，法の正当なる手

続によらないで個人から自由を奪うものであるとして違憲の判決を下し

た。それと同時に州のポリスパワーに対する最終審査権は合衆国最高裁判

（註：33〕 S1thedand, A. E.，“ S~gregatjon by Race in Public Schools 
R＇モtro,pectand Pro"Pectヘ工.awand・ Contempo悶 ryPrnhlems, 
20 (Wmter, 1955〕， pp 169ー183.Butts; R F.; "Our T四 ditionof 
State’s Right and Education", H;story of Edu田t>onJournal, VI-3 
(Spring, 1955), pp 211-228. Shoemaker, D.；“Desegregation 
of the Schoo lsヘTheSchool Execut>ve 7ι－5 (J皿， 1956),pp. 
54-57 

〈註＇34) Edwards, N.; op cit .. PP 15-17: 
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所が握っていることを明確にした。乙れと同様の事例は8学年末終了の児

童に外国語教授を禁止したアイオワ，ドイツ語教授を禁止したオハイオの

判決にみるととができる。なおこうした「法の正当なる手続き」条文のポ

リスパワー適用による州の権限の憲法上の限界付けは，最近，政府的

(governmen ta！）な機能を果す私的団体および州政府の諸機関がいわゆる

道具理論（instrumentaltheory），再定義理論（redefinitiontheory）に

より法律概念としての州の行為に含まれたととから著しく強化されるに至
日目

っている。ここにおいて吾々は連邦政府の司法的統制に関する帰結として

エドワードと共に「教育統制が州から連邦へと移行する理論的基礎が確立
(36) 

した」ということが出来よう。

さて以上，国有地の無条件交付に始った連邦の財政政策が，職業教育に

対する連邦統制を加味した条件付補助，ニューディールの一環として行わ

れた連邦の直接的活動，そして著しくその対象領域を拡大した国防教育

法へと展開したプロセエを辿り，連邦統制の強化とその司法的保障とをみ

て来た。吾々はこのー漣のプロセスをして， 1916年デューイが「吾々は公

立学校の純然たる地方統制から，より強い中央統制を加味した方向に進む
日7)

であろうととは疑いない」とした予言の具体的表現であり，教育政策審議

会の「既に苔々はこの道一一教育に関する責任の地方・州から連邦への
(3町

移行ーーを透かに辿って来た」という1945年の言葉となったと解釈しても

もはや不当ではあるまい。そして連邦の教育関与の将来に関して， 「科学

的教授法・教育施設改善への要望，教育機会均等化という理想の完全実現，

セグリゲイションに関する最高裁判所判決の現実化，そういったものに対

（註35) Edwards N，“Stability皿 dCh加 gein Basic Concept' of Law 
Gover百ingAmeri田aEducation ”， The School Review, LXV-2 

(Su血mer,1957〕， pp.17・十一175.
（註36〕 Edwards,N.；“Authority ov町 Edu国 tionis Sh>fting Towards the 

Cent四 1Gover湿皿ent＇’ N副 on'sSchools 58 (Oct , 1956〕， pp.61-
64. 

〈註37) Hales, H.; op. dt, p. 67. 

（註38〕 Ed旧cational Policies Com皿 isswn; Federal-State Relations in 
Education, 1945, p. 10. 
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する現代の要請は連邦政府の責任と関心の積極的な主張を不断に要求する

ものと恩われる。この一見異常ともみえる教育への努力は必然的に，伝統

的な教育自治制度を修正して，巨額の財政支出はいうに及ばず，教育を方
(3"〕

向づけ，それを導く連邦政府の役割jを益々高めることになろう」というザ

イトリンの言葉で以て結ぶことが出来よう巴

このようにアメリカにおいても中央集強化はもはや否定できなし、現実で

あった。この本質は現代教育の必要が集主権化に特徴的な組織上の長所を不

可欠としたからに他ならない。その点をアレンに従ってまずフエデラリデ

イションから検討しよう。連邦の教育関与はその関与方式に問題はあった

にしても，緊急の教育的必要に対して社会一般が過去の因襲に把われ古い

教育理念に国執している時その豊かな経済力と人的資源を動員して新しい

教育活動を支持し；奨励することを目的とするものであった。連邦最初の教

育関与である国有地交付政策は教育を少数の選良にのみ限定しようとする

一般的な通念に対する抗議であった。モリル法も亦その提案者であるモリ

ルによると，（！）当時の高等教育における古典教育尊重に対する抗議，（2）カ

レッヂレベルにおける実際的教育の展開，（3）産業階級のための職業教育を

目的とするものであった園つまりモリル法は有閑階級のための高等教育を

中産階級に開放するものであったとも別言できょう。スミヌ・ヒューズ法

についても同様である。それは少数のカレッヂ進学者のために存在した高

等学校をすべての青年に開放するものであった。更に恐慌期の c.c.c,

N.Y.A.教育計画に，変動下の青少年の要求に耳を傾けず伝統的な古典尊

重を固執しようとする中等・高等教育への社会的反抗の徴候を認めようと

するものもある．このように連邦の教育関与は州が単独で実施することが

不可能であり，叉不可能だと考えた教育活動，教育改革を推進することに

あった。それと同時に教育機会とサーピスにみられる不平等を是正して教

〈註39う Zeitlin,H；“The A由 eri回nPattern of Edu回.tionalAuthorityヘ
Edu田川analRe田，rd」4（）.ー岳 (April,1959), p. 112. 

（註40) Allen, H. P ; The Fede四lGovernment and Edu田 tia.n,pp. 21与一

221. 
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育の機会均等を意図し，実現しようとしたのである。高等・中等教育の門

戸閲放はその証左であ。た。しかもとうした連邦の教育関与は少数の財政

政策一－N.Y.A.,W.P.A.ーーを除いて州と地方の創意性と責任ある運

営を尊重したことは注目されねばならない。無条件的な国有地交付は州の

公立学校制度のイニシアティプを盛り上げる以外のなにものでもなかっ

た．カレッヂへの国有地貸与，スミス・レーパー法，スミス・ヒューズ法

等は連邦補助金の使途に関する連邦統制に州の権限を犯す嫌いがなかった

訳ではない。 しかしこうした連邦政策が州との協力関係を適して推進さ

れ，計画運営のイニシアティブを州に残していた点において必ずしも伝統

的な地方分権の理念に惇るものではなかった。恐慌中取られた連邦政府に

よる州を媒介としない直接的な公教育関与が社会秩序の回復と共に州との

協力体制による間接的な教育関与に立戻ったのも，そうした理由からに他

ならない。要約すると，連邦政府は，優れた人的資源と卓越した経済力で

以て，州・地方が適切に充足しえなくなった教育活動を州との協力関係を

通じて促進し，教育機会の均等化と教育水準の斉一化を図。て来たのであ

る。そしてこの際，リーダーシップは連邦が握り，教育計画の実施とそれ

に対する責任は州およびその下級単位である地万学区に託されていたので

ある。その意味において，こうした連邦の教育関与は必ずしも地方分権に

とって代る後見主義的な中央集権の出現ではなく，むしろ，地方分権に不

可避的な情性と守旧主義，財政窮乏とも係わる教育水準の低下，教育機会

の不平等を是正する行政的誠整の手段であったのである。

しかしながら連邦の教育関与に全く問題がなかった訳ではない。むしろ

戦時体制，恐慌等のいわゆる時の必要に応ずる一時的な緊急措置として，

教育関与が行われただけに次にみられる数多くの欠陥をもっていた。すな

わち.（！）教育は州の機能であるにも拘らず直接教育に干渉する政策が繰返

しとられたことー－N.Y.A.,W.P.A.－一， (2）教育の需要，計画，運営

等に関する政策に一貫性がみられなかったこと，（3）特定の教育活動一一例

えば職業教育←ーを重視したため，教育活動全体のパランスがくずれたこ
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と，（4）連邦諸機関夫々が独自の教育活動を行ったととから，相互の協力関

係に欠けるところがあったこと，（5補助金政策が融通性を欠き，交付方式

が難しい法式によったため，自己の権限外の事項についても州に干渉し州

の会計監査権を侵害したこと，（6：政治的圧力の介入を許したこと等が指摘

される．

連邦の教育関与に対する反論が集中されたのも主としてこの点に関して

であった。根強い地方分権の伝統は，地方の創意性と責任感，地方的条件

への適応性を星空すこうした連邦統制を許容する程弱いものでなかったし，

モールマンが指摘する如し民衆の政治的参与は行政の効率以上院尊重さ
(4町

れねばならない価値のものであったからであるロ

かくしてルーズベルト大統領諮問委員会は19印年「教育の地方統制は非

効率的で種々の限界はあるが，吾々の全力を賭Lて保持しなければならな

い価値のものである。それはデモクラシーの実験場を提供し，地方学区間

の健全な競争，民衆の政治的関心をそそり，社会秩序の頚廃を防ぐ方法と
《43》

様式の多様性を保証するからであるJと述ベ，パJーも「アメリカにおい

て必要なものは，行政上¢効率ではなくして民衆の側における政治的関心

の再生」いいかえると自分遠の問題は草の根において自らの手で処理する
(44) 

という政治的信条のルネッサンスである」と主張じているロととに社会経

済的条件の変化と共に急テンポに進展するであろう中央集権化のなかで官

僚制に対する唯一絶対の武器であり，中央集権化に対する解毒剤である教

育自治の精神は飽迄保持されねばならない。教育上の効率を主張する連郊

の教育関与もことに限界点が置かれる所以である。

しかし，徒らにかつての教育自治を回想しその再現を期待することは無

意義であり，この旗峨の下に歴史の流れを逆行させる意味からすると危険

〈註41) Thu田ton,L . .M. and Roe, W. H; op. ・cit., ・p. 338 

（註42) Moehlman, A B.; op. cit., p. 335 
（註43) Thu白 ton,L. M and Rae, W. H , op. cit , p 340 

〈註44) Batho, M. G.; Leadersh申 inAmeri田 nEdu由tion,1950, p 109 

Prouse, P.，“Should Lo国 IControl be Su町 ende四 d勺 The
Ameri田 nSchool Board Journal (May, 1958〕， pp.29~31. 
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な時代錯誤といわざるを得ない。資本主義が高度佑した今日，地方学区・州

単独で以て教育の現代拘必要に応え得ないことは自明であり，もはや連邦

の教育関与に対する盲目的な反対も無意議である。アメリカ合衆国市民一

般と州民の総体とに何の違いもみられない。各政府機憶におけるデモクラ

シーの保持は全民衆の責務であり彼等の意志は全政府機惜に投映されてい

る。乙の意味においてツョイアルのいう如く「連邦政府も，州・地方学区

と同様民衆の創造物であり，民衆の裁可をまってはじめて機能するもので
(41) 

ある」。その上近代の初鶏いち早く封建均なものを一掃し，すぐれて民主

的な政治泊資産を継承したとの国において，連邦の教育関与がそのまま後

見主義的権力支配，教育計画の機械拘統一佑，官僚制の強佑だと危躍する

ことはヘイルズ，リーパーマンの指摘をまつ迄もなく必要以上の杷憂；こす
(16) 

ぎない。もはや問題は中央集権か地方分権かという二者択一泊なそれでな

主なったのである．従って国家的問題に関する州・地方学区の近視限切視

点（shortsightedness）と重要な地方問題に対する連邦の手抜かり（ave-

rsightedness〕とを卒直に反省し，連邦統判の展開から得られた経験に照

して地方自治の新しい方向を探索することが不可欠となったのでちる。

この新しい方向は歴史の教える教訓｜によると，絶えず変動宇る社会歪済的

環境と現代教育の需要の増大に対処して伝統拘な地方学区に固有な創意

性・責任を保全しつつ，州・連邦との協力的なフエデラリズムによる権限

の再配分を通して教育機会の均等佑と教育サービスの充実・向上を図るこ

とである。すなわち連邦政府は各州閲，個人間にみられる不平等を是正し

て教育機会均等佑の役割を果たし，州は地方学区間の不平等を均等化し，

指導と奨励とを返して教育計画の改善に責任をもっ。そして地方学区は州

の一般政策に従いつつ，独自の教育計画を立て学校教育を責任を以て運営

するととである。要するに教育の民衆統制の理念を基調に権力の均衡をは

（註45〕 Hal田， H.;op. cit., p. 116. 
（註46) Hales. H.; op」cit.,pp. 89-112. 

Lieber田an,M.; The Future of Public Edu国 tion,1960, pp 37 

~ss. 
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かりつつ三者が一体となって教育企業に携わることに地方行政の新しい方

向があるのである。それは伝統的な地方教育行政制度に新しい衣裳を装わ

せるものであることから地方分権の再編成と呼ぶととも出来よう。このこ
('7) 

とを全国教育長会議は1951年次のように表現しているJ地方・州・連邦は

いずれも教育に対して重要な関心を持っている。従って三者に権限が必切

に配分され，その相互関係が適確に規定されたときそれぞれが教育に対し

て最も効果的に寄与することが可能になる。学校を直接管理する地方学区

の創意性と責任は奨励されねばならない。州は適切な教育計画を組織L,

それに財政的な裏付けを与えて効果的な運営を保証する義務とこの教育計

画をあらゆる児童に提供する責任がある。連邦政府は国家的関心に応じて

財政的援助を州に与える義務がある」と。

それでは地方・州・連邦閥におけるこうした権限の配分は如何なる原理

に立脚して行われるべきであろうか。この点に関する定見はなく各人各様

であるが，ここでは21の委員会・教育団体報告を検討して一般的結論を導
(48) 

いたサ－7-トンのそれを必要な限りあげておこう。

(1)地方分権的な州・地方の教育統制はアメリカ民主主義に固有の価値を

もっ。従って連邦の教育立法は州・地方教育行政組織を助長すべきであっ

て，中央集権的行政組織を以てそれにとって代らしめではならない。

(2）連邦の教育関与は財政援助と奨励的な指導という二つの機能に限定さ

れるべきである。

(a：連邦政府はその権限内の教育活動のみを直接的に統制し管理すべきで

く註47) .National Council of Chief State School Officers; O町 System of 
Edu国 tio但， 1950,pp. 5-6. 

なおこれと同じ観点に立つものに次のものがある。
audenski, P.；“Cent四 lversus Local Contra! of Public Services”， 
I, II, III, IV. Teacher College Record, 41-3 (Decη1939〕， 41-5

(Feb., 1940〕， 41-6(Mar, 1940), 42-2 (Nov., 194め．
Quattlebaum, C. A；“Intergovern血 entalRelation in the Ad-

mini st四 tionof Edu田 tion", Edu田 tionalRecord (Dec , 1955), 

pp. 174-80 

〈註48) Thu四 ton,L M. and Loe, W. H ; op. cit , pp・342-345.
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あって，州の教育活動との重複を避けなければならない。

(4）連邦教育局は全国的な教育企画の中枢機関であり地方・州と直接関係こ

する唯一の機関でなければならない。それと同時に連邦内各省の教育活動a

が当該各省の重要な機能の一部を構成する限り，それに従って機能が配分

される必要がある。しかしその際においても，各省における教育活動の統

一的秩序を保つため連邦教育長指導の下に連絡協議会を設けて，教育機能

の適切な配分とその再配分が行われねばならない。

(5）連邦政府が地方学区と接触するばあいすべて州教育局を媒介として行

われるべきである。いかなる連邦機関も事前に州教育長の同意を受けない

限り，地方学区と直接関係してはならない。

（日）連邦補助政策は単なるその経済的効果についてだけでなく，いかなる

連邦統制を費すかについても研究される必要がある。

(7）州への財政補助は広汎な教育目的に対する一般補助でなくてはならな

い。そしてとの補助金は次の三要素，すなわち需要の程度，州教育費負担

の比重，州の財政能力に応じて配分される必要がある．特別補助政策がと

られる場合，その有効期間を一定期間に限定するか，あるいは地方的事情

に適応した計画作成ができるよう政策に融通性をもたせ，州教育計画のパ

ランスを損わないようにしなければならない。

(8）連邦交付金の使途に関する州の計画ほ州当局と連邦との協力によって

立案されねばならないJその際における連邦職員の役割は勧告的なもので

あることはもちろんである。

(9）連邦の教育補助はいついかなる場合も各州，各州内における不平等の

是正に向けられるべきである。この観点からすると最近支直的となった連：

邦の同額補助政策は均等化の原理と明らかに矛盾しτドる。

ω地方の創意と責任を維持するため，学校の一般的行政，教育課程に関

する統制，連邦補助金交付目的の枠内における交付金配分，利用法の決定

ほ州・地方の権限に委ねなければならない。

側連邦補助金は州・地方行政組織を強化するように使用されるべきであ，
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る。かっその補助金制度は健全な州・地方財政政策と一致し，州内の課税

制度改革を容易にする必要がある。

(I由州は連邦補助に関する政策・手続を確立L，連邦政府との交渉機関を

設ける適切な立法措置を講じなくてはならない。 t

ω連邦教育基金は地万・州における公正な教育費負担後各州が適切な教

育計画を賄えるよう地方教育費を補足する必要がある。

ω連邦政府は州・州際関〔＇ interstate〕，リー:3ョナJレ教育計画を援

劾することが望ましい。

自由州教育当局は健全な連邦 州関係の基礎となる計画をたて，乙の原理

花従って連邦補助金が交付されることが望まれる。

以上にみられたサーストンの提案は，彼自らも認めているごとく包括的

なものでもなければまた決定的なものでもない．むしろそれは一つの試案

といわれるべきもので，今後のより明明な内容をもっ計画に倹つものであ

る。しかしこの提案が地方分権制度再編成の一環，すなわち，州・地方学

！区の強化に方向づけられていることは改めて強調しておかねばならな初。

「地方の創意と責任は一度失われると決して蘇生するものでない。薄れつ

つある地方の責任感に対する霊薬はそれを取除くことでなく再編成によっ

て再生せしむることである」とサーストンはいれ別言すると再編成は民

家統制の理念を基調とする権限の再配分であり，従来の地方分権制度をよ

り充実せしめるととに他ならない。従って「教育の統制］権を地方に保全し
(50) 

つつしかも連邦政府の教育関与を効果たらしめる」ところに上述の提案が

あり，再編成の方向があったのである。しかし教育が最大限の効果を発揮

するには連邦政府・州・地方』芋区の三政府単位が与えられた機能を十二分

に充足することが必要である。しかも上述した連邦政府の再編成が地方教

育行政制度強化の一環として把握されていたという意味において，アメリ

カの伝統的な地方分権制度の核心を形成する州政府・教育統制の直接責任

〈註49) Thurston, L. M. and I心e,W. H.; op. cit., p. 154. 
（註50〕 Thu四ton,L M 皿 dLoe, W. H.; op. cit , p. 340. 
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をとる地方学区自体の再編成が強く要請せられる。再編成の意図する権限

の再配分は民衆に最も手近かな地方学区からl順次に上へと配分されなけれ

ばならないという民主的要請からしてもこのととはなによりも緊急を要す

る課題である。かくして後述する州政府機構，地方学区機構自体の再編成

はいう迄もないとして，教育の民衆統制を基調とする州地方関係の再編
(51) 

成が不可欠とされるのである。すなわち，（！）州は権限の委譲に際して，教

育に対する地方の関心，創意，責任，行政参加を助長する措置を講じなけ

ればならない。（2）川教育局の地方学区に対する第一義的機能は指導，計画，

調査，勧告等のサービスであることを認識する必要がある。（3）州の基本教

育計画は融通性に富み，地方のイニシアティブと責任を尊重することが絶

対必要である。（4）州は効率的な地方学区の形成を助長する財政政策と立法

措置を講じなければならない。（5）州は地方教育費の会計監査を実施するこ

とが望ましい。（6）川はあらゆる児章が少くとも基本教育計画を享受できる

よう財政計画を立案しなければならない。これに加えて州は財政的援助を

与えて実験計画を促進辻しむることも必要だL，校舎施設拡充に補助金を

交付することも必要であるとする。

こうした州の再編成と並行して地方学区は学区再編成を推進して与えら

れた教育機能を有能なスタッフと豊かな財政とで以て充足できるよう大き

く拡大されなければならない。そして乙の学区再編成によって現代行政に

要求される効率と伝統的な民衆統制とを調整する必要があるのである。以

下では上述した教育行政制度における地方分権再編成の一環である学区再

編成問題と地万政府機構再編成問題とについて検討し，最後にこうした問

題を地方政治と教師集団との関連において再考察するととにしたい．

（註51) Thurston, L M and Loe, W. H.; op. cit., pp. 149-50. National. 

Council of Chief State School Of五ce四； pp21-22, pp. 25-27 

ここでは以上の2つを要約している。
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2 学区再編成問題

中央集権化のー特徴として，行政事務の地方的性格が漸次失われ，政府

単位聞における権限の再配分が地方分権再編成のー漂として要請されるに

至ったことは前節において考察したところである。このことは資本主義社

会への変容に伴う教育需要の増大，中央集権の進展に対応する地方寺区の

昂編成を意味している。すなわち伝統的な地方ザ区はこれ迄共同休的基礎

の上に立ち民衆の行政手段として充分その機能を充濯してきたが，社会経

済的生活領域の拡大に対処して拡大する共同体に学区を新に区域づけ，現

代教育の需要に即応する新しい機能を充足させることが必須となったので

ある．詳しくいうと，政府を民衆の手許におき民主主義を草の根において

培おうとした伝統的な政治的信条は19世紀を通じておびただしい数の地方

ぜ区を創設して来た。交通の未発達により局地的な小宇宙に生活領域が限

られた当時にあって学校に容易に行ける範囲に小規模の学区を設けるとと

は自然的であり，かつ論理的であった。その上3Rに限定された教育目的

をそれはそれなりに有効に処理した点において能率的でもあった。地方学

区において区域と機能拡表哀一体をなして見事に読和していたのである。

それは「斧，鋤やライフJレと同様辺境の前進に不可欠の武器であった」 ι
(1) 

いわれる。しかしながら，今日ではこうした地方学区は現代教育に要請さ

れる必要な教育水準を維持するに足る人口も経済力も持ち合わせていな

い。そこで維持される学校は「僅かな耳E問（自ora Ii ttle while）名ばかりの

享師〔littleteaεher）が少Lのこと〔littlething）を小さな子供主童（little 

cl 問心に教えるたかだかd、：規模（Ii山帥叫8｝のU ゆる小さU、

のずくしの学校にしかすぎない。これでは哀代教育の要請に応えるこι
は到底不可能であり，かりに可能であったにしても非能率的でしかも住民

の課税負担が大きくならざるを得ない。 「かつて辺境における無智の壁を

〈註1〕 Thurstan,L. M 阻 dLoe, W. H ; op. cit , p 256 
〈詮2) Taylor, C. C., Rural Sociology, 1933, p 372. 



66 

っき破るに役立つた地方学区制度という武器は今日ではもはや教育の進歩
(3、

を阻む障害物となった」のである。この結果はやがて地万自治を破壊し，

民主主義の発展を阻害することになる。中央集権佑を支える要因の一端も

ことに!ff胎していたe そしてとの中央集権化が逆に地方学区とその機能と

の調和を失わしめ，その新たな再調整を要請することにもなったのであ

rる。

かくして伝統的な地万学区を，拡大した共同体を基礎に再編成し，それ

と同時に現代教育の要求に応ずる新しいもしくは変化した行政機能を充足

せしむるととが不可欠となった。しかし拡大する新しい共同体に学区を基

礎づける乙とは民衆の教育への関心，創意や責任感を保持L，民主主義的な

民衆統制を保全することに他ならず伝統的な地方自治の原理に決して惇る

ものではなかった。査し共同体とはサンダーソンによると「共同の目的関

心への努力であり，人生の主要関心事において共同に働く能力のととであ

る。それは個人と制度体が全体の福祉に対して共同の責務を認知すること

によって成立つ」ものであるから。一方現代教育に相応する教育機能を充

足せしめ，そこに能率的な行政運営を保障するととは，民衆のための行政

手段とじての健全な地方教育行政制度を保持するという地方分権制度の原

理と符合するものであった。従ってとの二つを調整しようとする努力は伝

統的な地方分権制度の原理を破棄するものでなく，むしろ変化する現実に

即応して民主主義と健全な地方教育行政制度の確立という基本原理に新し

い衣裳を装わせるととに他ならない．その意味において学区再編成問題は

地方分権再編成の一環として意識されていたのである。地方分権再編成の

中心課題ともいう権限の再配分がより民衆に近い地方学区から州・連邦へ

と下から順次に配分されなければならないとの観点からすると，区域と機

能の調整を目的とする学区再編成は教育行政制度再編成問題の焦点を占

め，なによりも早急の解決を要する主要問題だといってもあながち不当で

〈註3) Th町司on,L. M.田 dRoe, W. H.; op. cit., p 256. 

〈註4〕 S四 de四on,D ; Rural So口olo百四dRural Social Organi回れon,
1942, p. 278 
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はない。；集権化が急テンポに進展する今日の社会経済的環境の下においで

は一層然りである 0 1944年全国農村教育会議でドウソンが「堆積する農村
(5) 

教育問題解決の一つの鍵は学区再編成にある」としたのはその証左であ

る。更に大戦後における全国的な関心の盛上りを背景として1946年全国学
(6) 

区再編成委員会が設立されたことを考えれば充分である。しかも環境の変

化と新条件の生起とにつれて，－学区を基礎づける共同体そのものが変化し，

それと同時にそれに要請される教育需要も変転したことから学区再編成は

地万教育行政問題解決の鍵としていまなお霊要であれ問題は今日も広い

範囲の人々によqて討究されている。例えほ， N.E.A.σ＇！ationalEdu-

cation Association of U. S.）.の農村教育局は1954年の年報を「共同体学
(7) 

区とゆ間学区」問題の編成にさき， 1956年組織された A.A.S.A.(Ame-

rican Association of School Administrators〕の学区再編成委員会はそ
(8) 

の精力を1959年の年報である「学区再編成」に結集している。以下ではと

うした学区再編威を促している要因は’何であるかを探究L，この変動に対

処して学区を再編成するに必要な諸決定因子を求め，そし℃如何にして学

区が再編成されているかを扱うことにして，まず学区再編成の歴史的展開

を明らかにし，ついで現況に触れることにしたい。

学区再編成問題は決して新しい問題ではない。それはホレイスマンが地

域学区制度廃止を主唱した1837年に遡り，優に1世紀以上の歴史を持つ。

1837年といえば地域学区制度がマサチュセッツ州で始めて法定された1827

年に遅れるとと僅か10年である．このととから推して学区再編成問題は地

域学区制度確立と共にあったといっても決して誇張ではない。蓋しマーチ

ンの言葉を借りると， 「1827年はマサチュセッツはもちろんのことアメリ

〈註5〕 Dawson.-H.A.，“Trouble atthe Crossroads ヘThe・White House 
Conference on Rural Edu回 tion.1944. pp目 38-39.

〈註6) The National Cami田ionon Sci叩olDisfrict Reorganization ; Your 
School Distnct. 1948 

（註7) Ise田，berg,R. M., The Community School and the Intermed>ate 
Unit, 1954 

く註8) A回 ericanAssociation of School Admm1st阻何回； Sch田 lIii st口ct
Reorganization, 1959. 
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(l) 

カにおける民主主義の高潮であり，公立学校制度の引潮であった」から。

地域学区制度の確立はタウンを支配した僧職階級の手から学校を解放して

民衆の管理に委ね， 「政治を民衆の手許におけばそれだけ政治を健全にす

る」とk、う政治的帽念をその極限において実現したものである。しかもこ

の制度と理念は辺境の開拓と共に酉部へ移植されて深く大地に根付き，地

方自治の学校としてひとりマサチュセッツに限らずアメリカの民主主義を

育て培う原動力となった．その意味において1827年は文字通り民主主義め

満潮であった。公立学校制度の干潮といわれる理由は当時の地域学校運営

状況を記した他ならぬマーチンの次の記述に明瞭である。

一国の運命を決する問題も15x20ブィートの校舎町位置決定の問題に比べると

きしたる時間もかからず，それ程D昂奮もな〈激しい罵言も聞かれないままに決

定された。処が校舎の位置決定の如き問震になると10回の会合が持たれ，その解

決に2年間もかかわ大5統領選挙には面倒がって莱絡する御仁までが子供もない

くせに3哩の山奥から会議こ出てくる状態である。

教師が1地区1家族四気に入らないと，教育委員会に迄問題が波及して，関川耳も

のない問題迄もが論争の種となれ家旅聞の古い確執が惑ったり新しい対立が生

れたりして学区中が大騒ぎとなる。……

権利白絶対的平等が目的であることから，人々はこの権利を楯に種々の問題を

学区会議乙持込む。学区町調査が実施され学校設立予定地から各家庭への距離が

測定されてできるだけ平均のとれた場所が決定される。例えば一方に2哩離れた

家族があると他の方向にも 2哩の距離に家族があるといったふうに均鳴がとら

れる。……若しこり理想が実現されないと，すなわち1人の権利が多数の便宜の

ために犠牲にされると，不当な仕打を受けたという被害感は操った燃えさしのよ

うに残されて7'"yミーテイシグ，地方判事選挙等のさいに宿怨を晴らそうと燃

え上る。私はここ10年の聞に古いそうした宿怨が消えもせず残されているのを一

再ならずみて来た。

かくしてホレイスマンは1840年の年間報告において「あらゆる児童の家

庭の門口に学校をたてる傾向は必要経費の捻出も相応の教育もできない学

校をふやすだけである。そのため学校は貧弱で所期した教育の恩恵も他人

〈註9) Monroe, P.; F凹 ndingof the Amencan Puhlic School Syste四，
Vol. 1, 1940, p 274. 

f註10) Cubberley, E. P.; State School Ad皿inisbation,1927, pp. 173ー
174. 
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(11) 

ならぬ自分達の無知によって阻んでいる」と述べ学校統合法の必要を力説

したのである．このホレイスマンの努力は1859年地域学区廃止の法律とな

って結実したが，翌年無効の運命にあい，その後2固に亘る立法と無効の

曲折を経て1882年完全実施をみる乙ととなった。そしてこれを転機として

1905年迄20州が地域学区を廃止しタウンシップ及びカウンティを地方学区

とする法律を採択するに至った。しかしこの問題に関心を寄せるものが少

数の指導者に限られ，かつ彼等が首都での立法問題に主力を注がねばなら

なかった事情や立法過程における政治的妥協の結果として法律そのものも

パーミッシブである乙とから地域学区の廃止は予期された程進捗しなかっ

た。特に統合の直接対象である地域学区制度が布かれている西部地方では

その成果に殆んどみるべきものがなかった。自然的障害，悪道路，交通の

未発達等の客観的条件がそれに与っていたことはいう迄もない。だが地域

学区制度廃止の目的が主として財政的な観点から一人教師学校の統合にお

かれ，統合を以て教育問題のすべてが解決されるとしたこともその原因と

して指摘される必要がある。一例としてキャムプベルをとると「統合は科学

的な生産と市場販売に従事する農民の新しい要求に応じるζとができない

古びた一人教師学校をすぐれた教育機構ととりかえることである。統合と

は経済力をフルに発揮し，自然的資源を保存し,ipつ有能な教師を供給する
(12》

組織を通して農村の子弟にすぐれた教育機会を与える努力である」として

いる．叉カパレーは「統合運動の基本的特徴は，小規模の農村学校廃止，

統合地区の中心地に多数の教室，家事室，理科室，工作室，講堂，それに

もしできたら図書室がある近代的校舎を建築すること，およびパス，ワゴ

ン等による児童の送迎で~·6」という。経済的効率と教育機会の提供が著
しく尊重されている事情が知られる。そのことが広域なカウンティを地方

〈註11) Cubberley, E. P.; Readings in Public Edu田tionm the United 

States, 1934, pp 196-ー199
〈註12) Campbell, M., "A National Prog白血 forEducation”， A dresses. 

and Proceedings of the 59 th Annual Meeting, NE a, 1921, p. 609. 
〈註13) Cubberley, E P.; State School Ad血 inistration,1927, p 250 
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学区とし，経済的効率を主限とする多くの提案を導き，一人教師学校の蔑視

を意味する統合運動の展開となったのであi.ーその結果はなお農村生活の

中枢的制度体であり共同生活の主ジポルである学校に強い愛着をよせる農

民の統合反対となって現われ，ゴザムエッツの次の批判ともなった巴すな

わち「農村教育は小規模学校の統合によってのみ改普されるという考え方

は事態の正鵠を射たものではない。拡充された統合学校は校舎設備と教育

計画において都市的様式を再現するととに成功したにすぎない。新校舎，

教師陣容，新教育計画で農村共同体に特有な教育必要を反映し，農村環境
日5)

の教育価値を充分活かしきったものは殆んどない」と。

統合の万法についても無計画的で秩序がないという欠陥があった。統合

地区が貧しい学区と学区の統合にすぎずそれ自体が再統合を必要とする事

鑓も多々みられた。漸く要請が高まってきた高等学校教育についても同様

である。田舎町に設立された高等学校に子弟を送る父兄は学区を異にする

理由から授業料を支払いながらも学校行政に参加できず，学校の民衆統制

理念に惇ることにもなった。学区を一つにする場合においても一方ではカ

リキュラムは都市的なものに集中され「統合学校はその位置において，ま

たその性質，目標において農民とはおよそ縁遠いもので社会学的に成功し

たとはいえない」との批湘を生み，他方では教育税が資産額を対象とした

ととから農村部の負担が重いという現象を生み「農民は都市部の学校を盛
(16) 

んにするために引込まれた鉄道線路にすぎない」という批判を招いた。さ

らに農村部の高等学校は主として地域学区の組合制によって設立された

〈註14) Campbell, M.；“Standardi四 tionof Consolidated Schoolsヘpp.809 

-811. Bu古 is,B. J・3“Necessityof the County Unit for E田cient
Ad皿inistrationof R出血1School宇ヘ pp 789 796. Harri•, T. H ; 
“The County Unit”， pp.・796--801. Trumper, M-；“The County 

Unit in Man佐江田”， pp. 805「－809in Adresses田 dProceedmgs of 
61 th Annual Meeting. NEA, 1923. 

〈詮15〕 Gau皿 nitz, W. H.; The One-Teacher School-Its M1<;lcent1ry 
Status, 1950. p. 2. 日乙

〈註16) Obrien, F. P；“Problems and Methods in the Org四i回目onof 
Rn国 ICo哩血旧nityHigh ・Schools ヘ、Adresses血 dProceedings of 
the 60 th Annual Meeting, NEA, 1922, p. 128 
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が，その際学区間の対立感情が醸成され，高等苧校は自分達のものでない

という疎外感（absente必ill｝たよって所期の目的を達成することが不可

能であった。しかも賓じし学区の合同によるだけに高等学校自体も貧しぐ

再統合を必要とする状態であった。

最後に，州そのものが統合法の制定という立法による学校統合の推進に

活動を限定して効果的な統合計画志イニシアテメブも取らず，統合問題l己

関する一般啓蒙を等閑視したことがあげられる。とのことは統合法の適用

範囲，行動綱領一一例えば統合計画地区に属する一学区の反対による計画s

の無効1t--ーーに関する統合法の不備や名目的な州の財政的補助と相伴っ芯

統合運動を断片的，部分的に止まらしめる結果となった。なかでも州の補

助政策による学区統合の財政的裏付けがなかったζとは折角推進されって〉

あった学区統合運動を中絶し，多くの努力を水泡に帰せしめたのである。
(17) 

アイオワ，ミシガン州はその典型であった。そこに民主主義と効率との調

整を図る地方分権再編成の一環として学区を新しい共同体に区域づけ，能；

率的な教育行政を保障する学区再編成の問題意識が未だ充分成熟していな

かった事情を認めることができる。当時再編成の言葉が使用されずに統合

という言葉が用いられたのもこの辺の事情を物語るものであった。その意

味においてこの期の統合運動を目して学区再編成運動の前史的段階とみる

ととも可能である。コークが当時の統合運動を総括した後，将来の課題と

して，（！）科学的調査，（2）単なる奨励策よりも新しい方向づけ，（3）科学的苦卜

画，（4）小規模学校の再評価，（5）州の財政援助等の必要性を指摘したのは，

前史的段階から本格的な学区再編成段階に飛躍する一つの踏台であったと

もみられる。

本格的な学区再編成段階にいち早え入払今後の再編成問題の転機とな

〈註17) Starrak, J. A.; Schnol Di司rictin Iowa ”， Your School District, 
pp. 168 180. 

Su皿ption,M R. and Beem, H. n:; k Gmde to School Reorg-
ani盟国nm Illinois, 1947, p 33. 

〈註18) Cook. K. M；“Distribution of Consolidated and One-teacher RuraL 
Schools", Adresses皿 dProceedings of 63也 Annual Meeting, 
NEA, 1925, pp. 548-549. 
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ったのはノースカロライナとニューヨーク州である。 1923年，全J'ii的な学

校調査をカウンテイ単位に実施して5か年計画を立て，これを基礎に統合

運動を推進したノースカロライナはこの点において科学的な再編成運動の

魁けをなすものであった。だが， 1925年ニューヨーク州で制定された中央

学区法（CentralSchool Act〕とそれに続く再編成運動は「農村教育問題
(1') 

に関する最善の解決策」といわしめ，その後にくる再編成運動のモデルケ

ースとなった程画期的であった。

それ,jl;jのニューヨーク州における学校統合運動は他と大差がなく停滞的

であった。富裕な学区が統合に参加せず，貧しい学区間志の統合が多く，

その結果は児童運輸費，新校舎建築費等の増大から予期した財政負担軽減

とは逆の負担過重を来し，貧困現象を倍増する状態であった。統合を推進

した地方教育長は政治的自殺の窮地に追込まれたともいわれる。ただ1914

年 25年に改訂されたーーの統合法が，（1）富裕な学区の反対投票による

統合阻止を禁止し，（2）共同体を学区の基礎としたととや1913年の倍増補助

政策（doubleaid device）が僅かに他を摺んでている程度にすぎず，現

在のテンポ（年閲50学区の廃止〉では地域学校の完全廃止には200年かか
〔20)

ると予想されていた。こうした事態に対処して1920年農村教育合同委員会

{Joint Committee on Rural Education〕が組織されて2年聞に亘る農
(21) 

村学校調査が実施された。この委員会は4農民団体と 3教育代表から構成

され，そのととによって学区再編成の必要性を指導者間に認識せしめただ

（註19) B品目r,J. G；“Cent問 lizingof Rnral Schools Shows Benefit in 
New York ヘTheMilwaukee Journ. (April, 1945), p !. 

〈註20) Gri伍n,F. E.；“The Roi e of the State Edu回世onDepart血ent
in School District Reorgani回目onぺ RnralEdu国 .tion-aforward 

l叩 k,1955, pp 330-ー.335
B田 ke,A. J.; Financing Public Schools in the United States, 

1951, pp 380-381. 
〈註21) Butterworth，エ E；“SomeContributions of the New York Rural 

School Su肘 ey”， Adre田 es and Proceedings of 60 th Annual 
Meeting, NEA, 1922, pp. 1186-1196. 

Butterworth, J. E.；“The Evolution of Rural School Organization 
in New York ぺYourSchool D1str1ct, 1948, pp 193-210. 
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けでなく，調査による民衆との接触を通して学区統合に対する一般の認識

をも深めた。分けても委員会の次の提案は25年の中央学区法にそのまま盛

込まれるととになったのである。すなわち，地方学区は不公平の根源であ

れそれぞれの課税評価額には余りに大きな違いがある。そのJ:教育政策

を決定するにふさわしい指導者もそこには見当らないし，高校教育も充分

提供できない。それにも拘らず，農民が地域学区制度に固執して学区再編

成に反対するのは自分達の学校を失う乙とに対する危曜と，都市の支.lftlに

対する警戒心からである。従って学区の規模強大は学校統合が目的でなく，

地域学区制度に伴う財政・行政上の弊害や非能率の是正にある。そのこと

が繰返し強調される必要がある。そしてこの具体的方策として， 6年制小

学校は学区民の要望があればそれが農民生活の中枢的制度体で生活目標で

ある実情に鑑みてそのまま存続させ，高校は都部聞の対立を和げ，共同体

意識を高める意味から田舎町IC統合するEとが得策だと提案した。すなわ

ち，「中心地〈田舎町〉と農村部との聞にみられる誤解や疑惑や対立程不

幸で不必要なものはない。叉こうした対立を助成するよう公立学校制度を

組織する程馬鹿げた誤りもない。むしろこれとは逆にできる限り対立感情

をなくし社会意識の成長を促進するよう学校制度を計画すべきである。こ

の目的達成lζ最も有効な手段は社会経済上の中心地（田舎町3に高校を建
日目

てて都市農村に共に奉仕せしむることである」ム

19直5年の中央学区法はこの提案の文字通りの法文化であった。着目すべ

き点を拾うと，先ず第ーは共同体を学区の基礎単位として「中央学区は自

然的で論壇的な中心地とそれに自然的に含まれる地域の学校から構成され

なければならない。この学区に包括される地域は民衆の社会的，経済的な
α明

共同関心と共同活動乙よって決定されよう」と規定したととである。これ

によって都部間の対立が和げられ，逆に共同体意識の昂揚を通じて民衆の

〈註22) The Dept of Superintendence of NEA of 也eU S.; Criti田l
Problems in School Ad皿 ini司raticn,1934ゅ pp.53-54. 

〈註23) Stro田 berg,E. T.; The lofluence of the C田 tralRu血 1School 
on Community O時四i田 tion,1934, p. 8 
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学校行政への積極的参加が助長されることになったがらである。ε第二の点

は6-6制の採用である。それによって，学区民の要望があれば従前の地

域学区にそのまま6年制小学校の維推を認め，学校統合を漸進的に進める

ととが可能になった。しかしこれ福地域学区で教授されていた7学年と 8

学年とを中央高等学校に統合した点を併せ考えると，それは一歩後退二歩

前進の政策ともとられる。第三にあげられるのは中央学区に対する州の財

政補助政策である。合同学区（Unionfree school district）と同様の補

助金交付に加えて統合前各学区が受けたと同額の補助金をも交付する，い

わゆる二重補助を中央学区に与える補助政策がとられた。更に新校舎建築

費の4分のし児童運輸費の2分のlも州で負担されたのである。そして

最後に指摘されるのが既述した住民投票の問題である。田舎町，富裕な学

区の担否権を封じるため，統合の可否は中央学区全体をー単位とする住民

投票による乙とを法定する一方3 構成学区の負債は当該学区の責任とされ

中央学区の責任に持込むことを禁止した。通常田舎町に負債が大きくかっ

多かった当時の事情からしてこの法は農民を学区再編成に踏切らせる上に

かなりの効呆があったといわれる。

なお学区再編成の実施に当って注目されるのは州がとった指導灼役割と

行動綱領（ActionProgram）を一貫する草の根主義である。 1917年タウ

ン法〔TownAct）を法定し，乙の法の強制によって一挙に学区再編成を強

行しようとして民衆の強い反撃にあい翌年それが無効とされた過去の経験

に徴して，州の統制と命令をできる限り避けた民衆の請願方式にはじまる

行動綱領がとられた。すなわちまず地区教育長・校長等の請願によって州

教育局は専門家を現地に派遣して学区の親族・範囲に関する基礎調査を行

い，その成果に基いて地区教育長や父兄有志と協力して，教授要綱・校舎・

経費等を含む統合計画を立案し，それを中央予定学区に送付した。ついで

乙の計画案が学区民の支持を受け地区教育長によってその実現が州に再び

申請されると，州教育長はその請願に応じ二て統合の可否を学区民に諮り住

民投票ーによってこれを決定したのである。学区民の請願に始り，州教育局



アメリカにおける地方教育行政制度目再編成問題（1) 75 

の適切な指導を中間項として直接投票で終る乙の行動綱領は草の根主義の

典型であるが，州教育局の指導よろしきを品て統合計画が住民投票によっ

て否決された例は20年間に僅か3件にすぎない。なお州教育局は被併合の

対象になる農村部の利害を常に擁護してきたが，新教育委員の選挙に当っ

てもその多く（5名中3名〉を農村部から送る紳士協定を奨励して新学区
(24) 

の調和と秩序を保つ措置を講じた。パタ｛ウオースはこうした背景巴おい

てニューヨーク学区再編成運動成功の要因として，立法措置，財政補助と
(25) 

併せて民衆の支持と州教育局の指導的役割を高く評価している。

との結果，当初学区民の意志を尊重して漸進的に出発した学区再編成も

その趣旨の普及につれて速度を速めることとなった。中央学区法施行後19

30年に至る当初の5か年に65の学区が新設されたが，それ以降1940年迄の

5か年毎に新設学区数は83,130と増加している。中央学区当りの被統合

学区数も， 1924年度の3.6から12.6(1930年度）， 16.1 (1938年度コとふえ，

平均規模も周期聞に26平方哩から70平方眼へと増大した。施設・教科の改

善，教員資格の向上，高校進学者数の増加も再編成の成果としてあげられ

なければならないが，共同体の統合が強化された事実も見逃せない。スト

ロームパーグの報告によると新校舎が共同体活動の中心場所となり，諸

種の会合がここで持たれるようになったL,PTAも学区再編成を契機と

して組織されあるいは生気をとりもどして共同体意識を昂揚する最大の組

織となった。その上種々の教育活動もとのPTAを中心に活発化し，頻繁

な相互接触によって都郡閲の対立も緩和され，共同体生活は学校を中心と
ロ町

して展開するようになったのである。リンドストロームがニューヨーク州

における学区再編成の特徴として， 「学校および学校行政をできるだけ民

衆に近付けて彼等に学校教育計画について積極的に発言させ，学校をコミ

（註＇24) Griffin, F. E ; op. cit., pp. 332-335. 
〈註25) Butterworth J. E.；“The Evolution of Ru四lSchool Organi国 tion 

in New YorkヘYonrSchool Dis訂ic恒， 1948,pp. 210ーベ211.
〈註26) Stro由berg,E T ; op. cit , pp. 38-39. 
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ュニィテイ活動の中枢とし完」ととをあげたのも乙の意味においてであっ

た。

先にコークが科学的な学区再編成の必要条件としてあげた六つの課題が

との中央学区法によって見事に解きほごされたといってよいであろう。こ

の意味においてニューヨーク州の中央学区法は学区再編成運動の新紀元を

画したのである。しかしこれが一般化するには1940年迄またなければなら

なかった。未曽有の恐慌に遭遇して各州は地方財政救済を目的とする経済

的な観点から学区再編成を早急に実施することを余儀なくされたからであ

る。

1928年のアーカンサス州，分けても1933年のウエストパアジニアはその
(28》

典型であった。前者の再編成は平衡交付金制度を効果的に運営する必要か

ら出たそれに他ならなかったL，ウエストパ7；；ニアの場合，恐慌に対処

した州財政政策の失敗による地方財政の窮乏を埋めあわす学区再編成にす

ぎなかった。従ってここでの学区再編成は課税単位の拡大を意味する以外

の何物でもなかったのである。しかも州の利害関心は個々の学区のそれに

先行L，行動綱領も極めて厳格かっ権威主義的で，ニューヨーク州に特徴的

な草の根主義は全く影を潜めて仕舞った。法の強制によってタウンシップ

学区を廃止しカウンティを基縫単位とする学区再編成を強行したウエエト

バアジニアの場合殊に然りである。アーカンサスj刊についても同じことが

妥当する。州教育当局はカウンテイ単位の学区調査に際して， 6-6制，

6-3 3制の教育制度を採抗すること，最低児童・生徒数は小学校200

く註27) Lindstrom, D. E.；“The Co田皿皿ityas a Basis for Rural School 

Reorganization”， Proceedmgs of the Governor’s Conference on 
Rural Education, 1946, p. 48. 

〈註28) Dawson, H. A., School District Organization in Arkansas ”， Your 

School Districts, pp. 143-ー153.
c。oper,S，“The County Unit of School Administ四tionm 

West VirgmiaぺYourSchoel Districts, 1948, pp. 229-239. 
Wofford, K V.；“Be仕erRu四lEdu阻むonthrough Reorganiza-

tion of the Ad皿 mistrat1veUnit and the Curnculu血ヘ Edu曲目on
m Rural C阻立nunities,51 th Yearbook of the National Society 
of Edu田 tion,1952; pp. 16与一171-
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名， 6年制高校150名，中学校・ 3年制高校それぞれ100名である乙とを新

学区の最低基準として決定した。ニューヨーク州で認められた共同体の尊

重はとこでは特殊条件に限って許すと但書がつけられているにすぎない。

しかもとの基準に従って作成された計画案は全く融活性に欠けるマスター

プランであった。もちろんこの案は行動綱領に占ると学区民の学区再編成

公聴会に諮られ修正の余地が認められていた。しかしカウンティ教育委員

会は，学区改廃に関する与えられた権限一一再編成予定学区民の多数の支

持による学区再編成請願と同時に付与される一一ーを行使して学区民の修正

案，反対の有無に拘りなく計画案を略原案のまま採摂して州の認可を受け

たのである。しかもこのカウンティ計画案は州が規定する学区最低基準に

合格する学区に対してのみ，平衡交付金を交付し，新校舎建築費，教育施

設費に州庫収入金，平衡基本金から貸与する補助金政策によって裏付けさ

れていたのである。この平衡交付金は文字通り再編成学区にのみ交付され

たといわれる。己のように無制限に近いカウンテイ教育委員会の権限，公

聴会の名目性，計画案の無融通性に計画綱領ひいては学区再編成のもつ上

からの権威主義的性格を充分よみとることができる。 1933年カウンテイを

地方学区とする学区再編成法を批准したウエストパ7＂＂ニアの場合，法の

強制によって学区再編成を強行しただけにその権威主義的性格は説明する

迄もなく一目瞭然である。

従ってその結果も判然たるものがあって， 1933年5月22日400を数えた

教育委員会が周年6月末迄に50のカウンテイ教育委員会にとって’代られ，

地方教育費も19.6%の縮減をみることとなった。叉1935年から40年の6年

聞に30%の一人教師学校が廃止され，生徒数100名以下の高校も30.4%か

ら18.2%と減少している。そしてとれとは逆に高校生徒数は適令人口の9.7

%から18.2%へ，出席率は86%から91%，図書室設備も56%から100%へと

増大したのであζ。しかし乙の再編成はコーパーの指摘する如く，教育上こ

とに経済上の効率を著しく昂めた反面，民主的な教育行政面では種々の好
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(2') 

ましくない汚点を残したことも疑う余地のない事実であった。第ーは一挙

にカウンテイ学区制度が布かれたため新教育委員はカウシティ全体の大局

的観点に立。て学校行政を担当するζとができないで，それぞれの選出母

胎である前学区の利益を擁護したととから教育行政が麻庫状態に陥入って

しまったことである。第二に選挙が政治的取引に利用されて新教育委員は

党派色が強く？’かつ新行政職員も政治的党派的立場から選ばれ，教育が政

治によって毒されるに至。たととが指摘される。そして第三に教育委員・

教育長のいずれもがカウンティ行政に未経験であったことから両者の機能

分担が不明確で種々の誤解や車L勝が生れたととが挙げられる。もちろんと

うした欠陥は州の指導，選挙法の改正，あるいは経験の蓄積によって現在

ではかなり訂正されるに至。ている。しかしパークによると「これによっ

て地方の創意性は著しく阻害され，中央集権化の傾向はいぜんとして顕著
(30) 

である」といわれる。要約するとウエストパアロニアは一片の法令によっ

て最も現代的な教育制度を一挙に導入するととに成功したが，それ以上に

貴重な教育に対する民衆の関心と支持を法の強制によって失ったのであ

る。ア｛カンサス州の場合も行動綱領に上からの権威主義が強かっただけ

に，学区再編成は急速に進展し， 1933年迄の5年間に1,625の学区と1,116

の一人教師学校が廃止されることとなった。しかし権威主義に対する抵抗

も強大で，やがて1931年における学区再編成法の修正となって結実した。

すなわち，学区再編成の可否決定は再編成予定構成学区各個の多数決を必

要とする趣意に修正されたのである。その上1933年恐慌に対処する緊縮財

政政策の一翼として補助金制度，および学区再編成に大きな役割jを果した

カウンテイ教育委員会・教育長制度も廃止を余儀なくされた。乙の結果権

威主義を支えた三支柱の崩壊と前後してそれ迄急速に進展した学区再編成

も一頓座を来す乙ととなったのである。

もちろんこうしたァーカンサス，ウエストパ7i/エア，および立法手段

（註29) Cooper, S.; op. dt, pp. 234-ーお6
〈註30) Burke, A .. J.; op, dt., p S78. 
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によって 1935年児童数250名以下の学区を統合したケンタッキーの学区

再編成は，恐慌に早急に対処せざるをえない貧弱州として避け難い手段で

あったことを考慮する必要がある。しかしその事によって失ったものも亦

大きかったのである。かくして行政・教育上の効率と民主主義を調和する

いわゆる地方分権再編成のー環としての学区再編成は戦後に侠たなければ

ならなかった。ところで戦後の再編成運動はワシントンのそれにはじまり，

ついでイリノイ，カリ 7 ;t）レニア， Eズリー，ミオ、ソタ，ノースダコタ，

ウィスコンシン，アイオヮ， カンサス， Eシガンが着手し，やがて1946

年の全国学区再編成協議会の結成となって，全国的な関心と注目を受ける

に至ったのである。とこでは戦後の再編成運動の序曲となり最も民主的な

政策をとったワシントン州についてみておとう。

ワシントンの学区再編成は1937年州知事の「教育機会均等」に関する諮

問に応じて州計画委員会。talePlanning Committee〕が学区再編成の

必要と学区再編成委員会の設立を勧告したことに始るaかくして1939年，

既存の州教育機関に学区再編成の権限を託することからくる政治的干渉の

介入を避けて，学区再編成特別委員会制度を設け，委員には広汎囲の領域

から教育に理解がある素人とこの方面の専門家を選摂条件として，商人，

酪農業者，農村電化局長，新聞論説委員，二大学教授，州教育長，カウンテ

イ教育長が選任された。この結果ニューヨーク州と同様委員会は綿密な計

画を立てる一方それに対する全州的な関心と積極的な協力体制とを最大限

に活用する指導的立場に立つ乙とも可能となった。しかも委員会自体がと

った基本原則も極めて民主的であった。すなわち「学区再編成の究極目的
(32) 

は地方学区の強化にある」といい，「教育はあらゆる人が望ましい社会・経

済的機会を抱える手段，つまり機会への門戸開放である。そうだとすると

不充分な地方学区は児童が将来の社会生活に備える機会を彼等から奪い去

ることになる。このような不充分な学区を温存することはアメリヵ的生活

〈註31) Chisholm, L. L；“School District Reorg剖 i四tionin the State of 

Washington ヘYo田 SchoolDistricts, 1948,: pp. 212-22S: 
〈註32) Chisholm, L L.; ibid., p. 227. 
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様式に背反する。従って学区再編成は不充分な学区によって教育機会にハ
(33) 

ンデイをつけられた児童によりよい教育を与えることを目的主する」とい

うのである。次いでこの究極目的に立脚して新学区の基準として学区は初

等・中等教育を完全に実施できる地域であることと新学区が共同体地域に

合致することとを挙げている。これ名高校へ子弟を送り授業料を支払いな

がらも学区を異にすることから学校行政に参加できなかったいわゆるワシ

ントン州に支配的な二元学区制はアメリカの教育行政理念に惇る。アメリ

カの教育行政砥急に則ると両親立子弟に提供される教育計画について法的

な発言権を持たなければならなν。従って新学区は初等・中等教育を実施

できる地域であることを委員会が要請したのもこうした理由による。共同

体地域を新学区としたのはそこにある共同体意識や共同活動が学校の民主

的運営に不可欠であるからに他ならない。教育行政に不可欠の民衆の創意

と行政参与と責任感は共同体においてはじめて見出されるからである。と

ころでこの際共同体が教育計画を充分遂行できる財政能力を持っか否かは

問題になるととろである。しかし「学区再編成は初等・中等教育計画を充

分実施できる学区を構成することが第一目的であって全教育計画を自力で

賄いうる学区を作るととが目的でない」と委員会は主張し，経済的目的は

学区再編成に第二義的な役割しかもたず， 「新学区が教育計画実施に当っ
(34) 

て果して公共の金を経済的に処理できるかの点から問題になる程度」であ

るとしている。

この学区再編成原理に立脚する行動綱領に民主主義的な原理が一貫して

流れているのも亦当然であった。学区再編成の実際上の責任機関であるカ

ウンテイ委員会の構成原理は（！）再編成計画案はグラスル｛トにおいて作成

されること，（2）計画作成担当者がその責任を自由に余裕をもって果せる

よう広汎な地域を含ませることにあった。基礎調査についても 1年半の期

間を与え，共同体地区と新学区との合致を奨励する目的で既存学区の分割，

（昌33) Chisholm, L. L, ibid , p. 227 

（司34〕 Ch>Shol回， L L ; 1b1d., p. 225. 
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カワンテイ境界を割るととも許容している。その関州教育局が地方の計画

作成に当って種々の協力を惜しまなかったととはもちろんである。ともか

くこうして作成された計画案は公聴会による修正を受け，州委員会の認可

を受けた後住民投票によって施行が決定されたのである。公聴会l乙諮りか

っ最終決定が住民投票によった点，民衆の政治参与を尊霊したことカ哩解

されるが，それと同時に公聴会での民意がカウンテイ計画案に反映されて

いないとみた場合学区民が州委員会へ訴追することも認めていたのであ

る。ところで一般に行動綱領が民主的であるばあいその進捗状況は漸進的

であるが，州委員会の指導よろしきを得て学区再編成は至って順調に進展

¥,, 1941年から45年に至る 4年聞に約90%一都市地区を除くーの児童が新

学区の学校に通学し，学区数も1,400からその約半数に当る670に減小して

いる。因みに1932年から1953年に及ぶ間の学区減少率は69.2%で全国第9

位に当る。

とのワシントン再編成運動は先のニューヨーク州と並ぶモデ，レプランと

いわれ，その後にくる学区再編成運動の模範となるものであった。すなわ

ち，農業の資本主義化，農村人口の都市移動，共同体の解林等の社会経済

的環境の変イ七，および中等教育，成人教育，特殊児童教育，職業・保健衛

生教育等への教育需要の増大から学区再編成が至上命法となり， 1945年前

後に上記9州が学区再編成に着手したが，その際ワシントンプランは部分

的全面的に採摂されたのである。そしてこの全国的な学区再編成運動の展

開を背景としてやがて1946年全国学区再編成委員会の設立をみることとな

り，それ以降学区再編成は急速に進展することとなっ主。その聞の詳説は

省くが，ともかくこの結果， 1932年127,529を数えた学区は1948年98,312, 

1953年66,472と約半数の63,051学区が廃止される乙ととなったのである。

なかでも最近の学区減少率は著しく， 1947年戸ー5日年の3年間に21.5%,

5ι一一53年に18.6%，そして1955年一一58年に19%の減少を示し，学区再

〈註35) Dawson, H. A；“Tr回 dsin School Di試rictReorg四 2姐 .tionヘThe
Phi Delta Kappan, XXXII-2 (Mar., 1951) pp. 302-307. 
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編成のl順調な進捗状況を物語っている。州別にみると多数の学区数を誇っ

たイリノイ，ミズリー，ミネソタ，ウイ1コンシンが1948年一一58年の10

年聞に10,291,7,793, 4,522, 2,912の学区を廃止し，アイオロが40%の
(36) 

学区を減らしているロ

さて，以上学区再編成の歴史的展開を辿り， 1920年代に至ってこの問題

が教育行政制度における地方分権再編成のー焦点であるとの自覚が漸く

昂まり，その方向に沿う解決策がとられるに至ったことをあらまし乍与検

討して来た。以下では要約をかねて現在の問題点を指摘することにしよ

う。 20世紀以降の社会経済的環境の変化と教育需要の増大は伝統的な地方

学区をしてもはや現代教育の要請に応じることを不可能とし，叉それが可

能であったとしても非経済的なものとするに至った。かかる事態に対処し

て，小規模地方学校の統合，ご元学区制による高校の設立，小規模学区の

田舎町併合，あるいは授業料支払いよって子弟を他学区へ通学せしめると

い。た便法が講じられた。ところがいずれも無計画的で弥縫策の域を出ず，

伝統的な地方自治の理念に惇るかないしは教育上の効率も確保できないで

それ自体が再編成を必要としたのである。かくして1925年のニューヨーク

州の学区再編成を契機として，伝統的な民主主義を保在しつつ健全な地方

学区を設立するという問題意識に立つ学区再編成が姐上にのぼることとな

った。それは現代教育を要望する学区民の要請を教育計画に盛り込み，そ

のことを通じて彼等の創意を活かし行政参与の感覚を充たしつつ，しかも

行政職員の才能を効果的に駆使させ，かっ教育計画を裏付ける財政能力を

備えた学区を形成することだと換言することができる。一口にいいきると

〈註36) Dawson, H. A.；“Development in Ru四IAreas ”， The School 
Executive (J四.， 1954), Dawson, H. A and Ell回 a, W J.; 
“Reo耳目ii四tionof School DistrictsヘTheSchool Executive 
(Jan, 1956), pp 62-65 
Daw田 n,H.A 田idIse田＇berg,R M ；“Status Report on District 

Reorgar羽田tionぺThe School Executive 78-6 (Feb., 1959), pp. 75 
-76. 

Elle由， W.J ; School District Reorganization in the Umted 
S同士es",Ru四IEdu回 tion-aforward look, 1955, pp 327-329 
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学区再編成は伝統的な地方学区に新たな衣裳を装わせて地方分権を強化す

ることであった。

だが乙うした学区再編成は優れた専門的知識と技能とに立脚した綿密か

っ包括的な計画と充分な財政的裏付とを必要とする。そのととはもはや地

方学区のよくしうるところでなく，州の行政介入によるイエシアティプと

指導が要請される。しかも教育に最高権限をもっ州にとって，不充分な小規

模学区に由来する教育機会の不平等はなによりも早急に是正しなければな

らない費務である。その意味において学区再編成は州教育政策において第

ー義的重要性を持つ。従って州立法部は学区再編成を阻む立法，すなわち

（！）再編成学区への新校舎建築費無補助政策一一1947年現在24州によって指

摘一一，（2）小規模学区補助（16州〕，（3）再編成予定構成学区各個の多数決(16

州）， (4）小規模学区が補助政策により低率課税で充分運営できること（13
(37) 

州）， (5）児童運輸に対する州の少額補助 (12州〕等を修正する必要がある．

それと同時に学区再編成を促進する立法措置として，（I)学区再編成に必要

な資金とスタッフを備える立法，（2）学区再編成の基本政策を決定し，地方・

カウンテイ委員会作成の計画案を審議する権限を州委員会に付与するこ

と，（3）教育委員会の決定ないし再編成予定学区全体の多数決による学区再

編成の確認，（4）小規模学区を存続させ，再編成により交付金が縮減される

補助金制度の廃止，（5）新校舎建築費・運輸費を補助して学区再編成を助長
〔3')

する政策をとるととが要請されてくる。学区再編成は州の政策決定と同時

に始るといわれるだけに乙うした立法措置は極めて重要である。しかし単

なる立法措置による学区再編成はよしその形式を完備することができたに

しても草の根主義が支配する環境のなかで民衆の支持と協力を得ることは

不可能である。それは地方学区を強化する学区再編成の目的にも抵触する。

「学校は民衆に所属する。むしろ学校は社会的・道徳的・経済的にみて民

く註37) The Council of State Govern皿ent;op. cit , p. 64 
〈註38) The Connc1l of State Government; op. cit , p. 63 

Mo甲 het,E. L；“s同te工.aw回 naid District Re。rg田 i盟 ti。n"
Phi Delta Kappan, XXXII-2 (Mar., 1951), pp. 317-320. 
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衆そのものである」といわれ，学区再編成を成功させるには「教場の児童に
(40) 

対すると同様に共同体それぞれに応じた対策を用いる必要がある」ともい

われている。それだけに草の根主義は学区再編成に不可欠である。こうし

て立法措置を補足する州の指導的役割と併せて民衆の側における理解と支

持が学区再編成成否の鍵を握るといわれ，こうした観点から全国学区再編
(41) 

成協議会は学区再編成の方法として次の計画綱領を提案している。

(1）再編成計画に先立つて教育需要，資力，社会経済的条件を綿密に調査

する必要がある。

(2）かかる研究はこの方面に通暁した専門家によって実施され，その研究

成果は委員会乃至は協議会によって支持されねばならない。グラスルーテ

イズムを尊重する意味から委員会は民衆，地方学区，州政府とを結ぶ指導

的地位にある素人を中心に構成する。

(3）新学区計画が進展すると公聴会を開催して再編成に関係する事実とア

イデアの確保に努め，それと同時に学区再編成の目的を学区民に認識させ

る。

(4）最終計画案の諾否は当該学区民によって決定される。その際における

決議は再編成予定構成学区個々の単独行為によるべきでなく学区全体を一

つにした多数決によるべきである。

(5）再編成計画は地方学区のイニシアティブによって始る。その際乙の問

題を公聴会に諮るかを決定するに必要な請願者数は少数の方が望ましい。

（日）学区民の請願に応じて責任者が行動する期間を明確に定めておく必要

がある。そのことによって学区再編成を握り潰そうとする裏商工作が阻止

されるからである。

（η学区再編成に必要な調査と現地作業に対して充分な財政的裏付けが必

〈註39) Dept. of Rural Edu回 tion; Ru四lEdu回 tion-aforward look, 
1955, p. 126. 

t註40〕 Dept of Rural Edu国 tion; ibid , p. 126. 

〈註41) The Nafonal Com皿i田 wnon School D1stnct Reorgani回 tian;op. 

c比，即 133ー134.
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要である。資金の不足によって民衆が再編成計画に参加することも出来な

いし，民衆の要求に応じた学区再編成も不可能になる。

(8）学区再編成を成功裡に進めた州においては州教育局はそのスタッ 7を

動員して地方学区を援助する指導均立場にたち，引続く調査によって学区

改善を奨励して来た。

(9）不充分な学区形成を防止し，新学区設立に当って充分な考慮が払われ

るよう州段階において再編成計画を審査する必要がある。

ところで，民主的な地方統制の理念、を保存しつつかっ現代の教育需要を

充足する地方学区は果してどの程度の規模であるべきかは学区再編成の重

要な課題である。いわゆる適正規模の問題である。これに対する解答は各

人各様で必ずしも一致していないが，とこでは最も権威があり，かつ屡々引
(42) 

用されている全国学区再編成協議会のそれを手掛りとして検討しよう。協

議会は適正規模を決定するためには三つの条件が考慮されなければならな

いとする。共同体，教育需要，児童数の三者がそれである．第一条件は学区

が一つの共同体と合致するということである。協議会によると共同体とは

田舎町とその周辺の近隣グループとから構成される協同態（a田ociation〕

地域である。多少の敷街を読みると，農民は種々の取引によって，田舎町

に結付いているが，その上彼等の近代均な生活要求を充足する病院，図書館

等の制度体が田舎町に集中していることからこうした制度体を通じで田舎

町とも結付いており，そうした結付きによって都部聞に関心の共同体が成

立している。しかも田舎町における制度体自体の円滑な運営は他者との共

事を必要とする。例えば教会の円滑な運営は農業の繁栄を必要とするから

農業団体や地方農業局とも結ばれている。従ってそとでは制度体特有の関

心は全体としての共同体意識に統ーされている。そうした意味において共

同体は「共同の目的への献身であり，人生の主要関心事において共同に働

く能力であり，個人と制度体が全体の福祉に対して共同の責務を認知する

〈註42) The National Co血血issionon School District Reorgan1zatton ; 
op. cit, pp. 81-87. 
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ζとによって成立つ」ており，具体的には共同活動の中心地である田舎町

と周辺農場地域に居住する人々と制度体聞に形成される協同態仏国ociat・

ion）を指している。従って学区を共同体に基礎づけることは伝統的な教

育自治に特徴的な地方の創意性や責任という人間的感覚を保持し，自発的

な行政参与によって伝統的な民衆統制を保全することになる。協議会が「効

率的な学区は共同体を中心に組織され，そこからありとあらゆる方法で力

を引出すものでよ2」，「すぐれた教育計画実施に不可欠な精神と活力をう
(15) 

るため行政構造を共同体に一致させるべきだ」としたのはこの意味に他な

らない。かくして協議会は（1）行政単位は共同体範域より狭小であってはな

らない。（2）高等学校の通学区は共同体と符合させ，時にはすぐれた教育計

画を実施するに必要な児童数を確保するため 2,3の共同体を合せること

が望まLい場合もある。（3)12学年以上の学年を対象とする教育をも授けて

いる学区の通学地域は2,3の共同体を含むことが望ましい。（4）幼い児童を

遠距離に亘ってバスで送迎することは色々問題があるので，場合によって

は共同体学区内に小学校通学区を設けることが得策である。その際通学区
(46) 

は近隣の範囲と一致させる乙とが好まLいというのである。因みに近隣と

は家族を超えた第一次的集団で，そこにある家族聞の接触は親密でパーソ

ナルなフエイ 1 ・ッゥ・フェイス（face-to-face）なものを意味する。

第二に適正な行政単位は適当な教育需要を充足する区域でなければなら

ない。行政は目的のための手段に他ならず，その機能は望ましい教育計画

によって決定される。その意味からすると第二の基準は学区決定の最も重

要な条件だという乙とが出来る。もちろん地方それぞれの特殊条件に応じ

て教育需要も多様であるが，一般的にいって，初等教育段階では， 3R・語

学・社会・理科・芸術・工作・市民教育，中等教育段階において，以上の

く註43) oande四 on,D.; op. cit., p. 278. 

〈註44) The N前ionalCommission on School District Rear恵国i司 tion;。p.cit. p 9. 

〈註45) ibid., p. 73. 

〈註46〕 ibid.,p. 72. 
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基隆科目の習得に加えて，大学進学必須科目・農業・商業・工業を含む職

業教育，更に学校外教育計画として成人教育・図書サービス・娯楽活動・

夏期講習会等があげられるロなお包括的教育計画と呼ばれる以上の他に，

教育・事務行政に必要な教育行政量として，出席，教授，運輸等の管理指導，

学校および共同体への図書サーピス・成人教育指導・児童の身体検査・特

殊児童教育・教育心理学者・保母のサービス・調査等も必要とされる。つ

まり，最少の経費で以て上述の教育需要を最大限に充足する乙とが第二の

条件である。ととろで乙うした需要に応ずる区域の大いさは，行政的見地

に限ってみると，教育長の下に配置される学校数とそとに働く職員数によ

って決定することが出来る。そしてこれらの職員数を決定する最大の要因

は児童数である。かくして協議会は，地形，気候条件，交通状況，人口分

布等を考慮に入れる必要性を前置きして，まず各種学校別学区規模を次の
(47〕

ように規定している。付）幼稚園と 6年制小学校の児童数は 175人以下であ

ってはならないし，専任教師数も最低限7人であるととを必要とする。よ

り望ましい最低基準は300人以上の児童数と12人以上の教師となる。同6

年制中等機関の児童激は最低300人で12人の専任教師が望ましい。的中学

卒業者以上の教育機関には最低200人の生徒と10人の専任教師が必要であ

る。なお以上の学校教育に教育・事務行政量を加えると望ましい学区の規

模はさらに一層拡大されて最低限1万の児童生徒（6歳 18歳〉数が必要

となり，行政職員の兼職による職員数の縮減を以てしても最低1,200人が

必要だとされている。

以上が全国学区再編成協議会の地方行政単位の適正規模論であるが，実

際にそれを適用するに当って種々の疑問が出て来でおり，現在のところ具

体的な場合に直ちに適用できる客観的な基準は発見されていなし、。たかだ

か判明したところは小規模な学区は地方行政単位としては不適当であると

いうことであった。そこで委員会は適正規模論を結ぶに当って「学区組織

は聖なる遺産として受取られるべきものでない。むしろそれは社会がその

〈註47) ibid., p. 81. 
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必要に応じて創った道具とみなければならない。何が最も満足すべき学校

行政単位かに関する明確な解答はない。その解答は教育学的・社会学的原
(48) 

理に基いた科学的計画と地方の具体的事実の中に求めなければならない」

としている。具体的事実についてこれを考察すると，最も論議の分れると

亡ろは共同体の規模と児童数を中心とする適正規模との喰い違いでいず

れにウエイトを置くかということである。リンドストロームによると現在

農村共同体学区で高等学校生 150名以上を擁するのは 51%にすぎない。
(19) 

従って49%は先の協議会の適正規模以下になる。また協議会が指摘する好

ましい学区は最低；3,000から26,00日の人口を必要とする。ところが巧主国114

の共同体を調査したテイラーの報告によると最も強い共同体意識がある共
（田）

同体は1,000から3,500の人口しか持たない．そこに両者の喰い違いが生れ，

乙の結果児童数を基準とする適正規模論者はカウンティ学区を主張し，教

育の民衆統制を重んずる論者は共同体学区を強調することとなる。前者主

として教育行政学者は，現在（1953年〉彼等のいう適正規模に該当する40

人以上の教師数がある学区は僅か6.5%にすぎない事実と，カウンテイ学

区に適正規模学区が多い事実をあげてまずカウンテイ学区においては教育

の進歩が早い乙とを指摘し，次いで行政上の効率，顕著な機会の均等化，効

果的な児童運輸，広汎なサービス提供一一特殊児童，成人教育，ガイダンス

とカンセリング等一一，および教授法の質的改善がカウンテイ学区におい
(51) 

てはじめて保証せられるとする。乙れに対して共同体学区支持者一一社会

学者が多い一ーはカウンテイ学区は民衆と学校行政との社会的距離を拡大

して民衆の行政参与を妨げる。叉カウンテイ教育委員はカウンテイ全体の

〈註48) ib'd , pp 87ー88.
（註4の Lind<trom, D. E；“The Rural Co曲目凹ityand S品oolDistrict 

Rear酔ni由討onヘRuralSociology 17-2 (June, 1952〕．
〈註50) ibid. 

（註051) D叩 t of Rural Education，“The County Unit as a Type of 

Adniinistrntive Organi回 lion’＇， Ru叫 Edu担 lion-aforward look, 

1955, pp. 133ー134.
See also, Cooper, S and Fitzwater, C. Q., County School 

Ad皿 inist回目on,1954. 
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代表というより地域代表の性格が強く各自の出身地盤である地域の利害を

主張することからカウンテイ学区においては行政の統ーが困難だという。

さらにカウンテイ学区は教育計画の悪しき平均化つまり平板化を資してそ
（日）

れぞれの共同体がもっ教育計画上の個性を鎮う結果を招くと反対する。と

とろが，共同の関心と賛務を自覚して共同活動を営む共同体学区は民衆の

教育に対する関心を維持し，民衆の学校行政参加を助長する。さらには州

の最低教育基準量を上廻る教育を提供して伝統的な民主政治を維持すると

いうのでぷ雪。その上農民が固執する共同体学区を無視して児童数や課税

評価額を基準とする学区再編成は逆に再編成を阻む障害にもなりかねな

い。例えばリンドエトロームはイリノイ州における学区再編成法が学区の

適正規模として6百万ドルの課税資産額と人口 2,000を最低基準としてい

ることから民衆の望む共同体学区の形成が阻まれ，ひいては学区再編成が
日打

順調に進行しない要因になるという。クライトロウも亦「児童数，教育需

要等の最低基準を定めるととは得策でない。その理由は最低基準を立てて

はならないというのではなく，学区再編成を阻止する障害となるからであ
【'5)
る。」としている。 しかしこの共同体学区とカウンテイ学区とは現実にお

いてタウンシップ学区の減少を通じていずれも漸次的ではあるが支配的な

行政単位となりつつある。殊にカウンテイ学区は現在13州の採用するとこ

ろであり，その数は1948年958, 1955年1,188, 1958年1,191と増え，ここ
(56) 

10年聞に233の増加を示してし；る。従ってカウンテイ学区か共同体学区か

のこ者抗一的な問題解決はもはや現実に即応した解決策ではない。カウン

テイ自体も，政庁所在地がカウンテイ最大の取引中心地であること，フオー

〈註52) ibid., pp. 135-138. 
（註53) Cu,hman, M. L；“The Id回 lSchool District", Phi Delta Kappan, 

=rr. 1 (Mar., 1951), PP・ 314ー『315.
（註54) Lmdstrom, D. E.；“Need for Cb田 gein State Law Relating to 

Com皿unity.UnitSchool＇ぺ Ru四 1Sociology 19ー1(M訂， 195の，
Pl芦田－85.

〈註55) Kreitlow, B W.，“S担ndardsof School Org阻•zation in Relat.on 
to the Community to be ServedヘRuralEducation, 1955, p 355. 

〈註56）註 σめの文献参照。



90 

マJレな組織を運営する場合，カウンテイは効果的な地域単位であるとと，

政府行政機関はカウンテイ単位にそのサ｛ピスを提供していることから，
(51) 

カウンテイへの帰属意識も生れ共同体の実体を具えつつある。しかもカウ

ンテイ内の共同体地区を通学区として把握し，カウンテイレベルにおいゼ

より経済的効率的に行いえない政策の決定と遂行をコミュニテイレベルで

実施せしめることによってカウンテイ学区に伴う行政上の弊害を矯正する

よう努めなければならない。一方共同体自体もコルブのいう如く漸次その

境域を拡大し，他の共同体との相互関連・相互依在を通じて自己の存続を

はからなければならなくなっている。そしてこの相互依存の関連に立つ複

数共同体説によって単独で実施できない現代教育の需要を満たす必要があ
(5') 

る。つまり児童・教師数に基準を求め効率に力点をおくカウンテイ学区論，

民衆統制を強調する共同体学区論はいずれも他を排斥することをせず，そ

れぞれの長短を補足して協議会のいう科学的計画と地方の特殊条件に適応

した学区再編成を必要とする段階に到達しているのである。

ところで，学区再編成問題が地方分権再編成の一環として「権限と機能

の再配分」に大きく関係していることは既述したところであるが，この点

に関して，一方における州の権限拡大，他方における地方学区の再編腐に

伴って，これ迄のカウンテイ教育局，視学区をどうするか，いわゆる中間

学区の再編成が地方分権再編成のー焦点として大きな注目を浴びるに至っ

ている。従来カウンテイ教育局，視学区と仔ばれる34州の中間学区は地方

教育行政三元構造（three－田山 typeof organization）の一翼を荷つで地

方学区における最低教育基準確保の督励，地方と州教育局とを結ぶ連絡機

関，地方教育計画・教授法の指導，カウンテイ政府内におけるスポークス

マンの役割を果して来た。しかし地方学区に対して厳格な父親，穿索屋，

（註57) Bee四， H w., “The Rural Co血血岨ity", Review of SOdology, 
1957, pp 201-202 

拙稿，“近隣と共同体九社会学評論お； pp.39--40. 
〈註58り Kolb, J H 阻 dDay, L ; Interdependence in Town ＆む叩ntry

Relationship' m Rural Society, 1950. 

前掲占il稿 pp.4ト-41.
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招かれざる客の態度で以て臨んだことから「どの教育行教の書物を開いて

も必ずその批判に行き当る」程かなりの批判を招いたが，ともかく小規模

学区の多い当時においては州政府の片腕としてそれなりの役割Jを演じてい
(5l) 

たーととろが学区再編成の進展によってその管理下の学区数は 100ないし

200平均から一躍7,8平均に減少した．叉大規模学区の出現は，それ自体主主

力でカウンテイ教育長に匹敵する有能な教育長を傭い入れ，かつてカウン

ティ教育局に依存した種々な専門的指導を単独で充足して，都市と同様に

独立学区としての体裁をそなえ，「小さな独立宣言」を主張して，カウンテ
(60) 

イ教育局の存在翠由を失わせたのである。しかじその反面，適正規模lこ合

致する学区は1958年:ff在で全体の12%，包括的教育計画を実施している再

編成学区一一1955年以降一ーは僅か24%という現状で，現学区の多くは現
【61)

代教育の要請に応ずることが不可能である。そうしたことから乙うじた地

方学区で充足できない機能を補足する中間学区の設立と強化が強く要望さ

れるに至っている。乙の間の事情をいち早くこの問題に着手したニューヨ

ーク州について多少詳しく検討しておこう。

1925年中央農村学区法施行以降中央農村学区が教育改善に尽した業績は

誇るに足るものがあったといわれる。しかしながら， 1946年の農村教育協

議会の報告によると，その平均規模は470名一一児童数一ーにすぎず，新

〈需要が昂まったヱ業教育，高度の農業・家政・商業教育，協議と指導，

特殊児童・成人教育・読み方・社会科等の専門的教授指導，高度に専門化
('2) 

した出席事務管理等の機能を充足することが不可能となったのである。も

（註59)

〈註60)

〈註61)

〈註62)

Isemberg, R. M.; The Community School and the Intermediate 
Unit, 1954. pp 38-47. 
Dept. of Ru四IEdu田 tion；“The Intermediate Unit of School 
Administration ヘRuralEdu四 tion-aforward look, 1955, pp. 142 
-143. 
Dawson, H. A. and lsemberg, R. M ; S旬！usReport on District 
Reorganization ぺ TheSchool Executive, 78-6 (Feb , 1959), 
pp. 75ー・76.
文部省普及局編；ニューヨークHiG9新しい中間学区， 1948.pp. 2ふ－？O.
Butterworth, J.-E.；“The Evolution of Rural School Organ1z-

ation in New YorkぺYourSchool District, 1948, p. 202. 
Butterworth, J. E.，“The Study of the Intermediate School 

District m New York ヘJournalof Edu回.tionalResearch XLI-2 
(Oct・.1947), pp 88-96. 
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ちろん州教育局は中央学区の規模の不適正を是正する方法として特定の教

育目的のために中央学区が相互に協力する種々の方式を発達せしめた。ロ

ョイジト・ボード方式による狼立の財政権をもっ学校衛生区の設立，財政

権がない委員会制によるカウンテイ職業教育・知識普及委員会の設置はそ

の一つである。叉委員会制を伴わない協力方式ではあるが，二，三の学区の

協定により学校保健婦・歯科医等を共同任命する方式があり，指導主事を任

命する視学組合区制度もとの範曜に入る。乙うした特別学区方式は中央学

区·~おげる教育需要と区域との不適合を調整する技術的手段として積極的

意義を持つものである。しかL学校衛生区は僅かに2区の設立をみたに止

まり，財政権がないカウンテイ職業教育委員会l:l:不活発で，かっその機能

が中央学区教育委員会のそれと重複し行政責任が不明確である。委員会制

を伴おない協力方式の場合も協力体制を築き上げるに要する努力は並大抵

のものでなく時間的余裕のない教育長のよくしうると乙ろでないし，折角

協力体制ができても参加学区の一つが脱退した場合忽ち財政的破綻に陥入

る懸念がある。視学組合区も政策決定機関である委員会制を欠き，教育計
(631 

函を裏付ける財政権も持っていない。しかもとうじた個々の欠陥に加えて

特別学区それぞれが特定の教育目的をばらばらに追求することからその聞

における統一性と体系性に欠け，地方学区の存在理由を無視する結果にな

りかねない。かくして農村教育協議会は次の提案を試みるのである。すな

わち「農村の少年少女はかれらが必要とし，しかもそれを受ける権利をも

っサービスを与えられていないということ。中央農村学区は必要とされる

サービスを提供できる程大きくないということ。現在の協力手段を以てし

ても必要な教育計画の発達に貢献しないということ。更に現在の視学祖合

区は余りに小さく，行政的機梼が不充分であり，必要なサーピスを提供す
(6地）

るための効果的手段を発達せしめ得ないこと」を指摘した後， 「もし農村

地区の青年に必要な種々のサービスを提供すべきであるならば新しい行政

〈註63）文部省普及局編； op.c比， pp.31ー39.
く註出〉 文部省普及局編； op.cit., p. 38. 
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組織が確立されねばならない。そしてその組織は次のようなものでなけれ
(65) 

ばならない」としている。

（！）合理的なコZ トで種々な幅広い教育計画を与えるに充分な生徒数を有

するとと。

(2）学区に課せられた義務を効果的に遂行するに充分な行政機構及び財源

を有するとと。

(3）州の種々な現状及び将来の状勢に適応し得るためにその機構に融通性

のあること。

(4）中央農村学校，地域学校を州の教育行政単位としてその存続を保証し，

それらが単独に行い得ない乙とを協力して行うため連絡共同せしめる乙

と。

ついでζの提案に沿う具体策として，小都市，大田舎町を中心に病院・

銀行・商取引・新聞購入等のサービス圏が累積する第三次共同体（tertiary

・Community）を中間学区の区成として現181視学区を671乙減らすことと，

中間学区教育委員会・構成学区間の連絡調整をはかる中間学区協議会の設

立を勧告したのである。そしてこの提案はやがて1948年， 53年の立法措置

花よって具体化され，その結果現在迄に30の視学区が廃止されるに至って

し、る。

このニューヨーク州における中間学区再編成を鳴矢としてイリノイ，カ

リフォ Jレニア，アイダオ，ワシントン，テキサス等でもこの問題がとりあ

げられ，やがて195泡年の全国中間学区協議会 σ-lationalCommission on 

the Intermediate Unit）の発足， 1954年のNEA農村教育局による「共

団体学区と中間学区」の年報作成をみることとなり広く一般の関心を惹4
(66) 

に至った。だが中間学区再編成は萌芽的段階に止って未だ一般的結論を出

すに至っていないのが現状である。従って以下では中間学区協議会，農村

（註65〕 文部省普及局編； op.cit._, pp. 3ト 39.
〈註66〕 Isemberg,R M ; op. cit , pp. 38-47 

Dept. of Rural Educ剖ion；“Tbe Emerging I叫E皿edia土e
District ヘTheCounty Superintendent of Schools m the United 
States-1950 Yearbook, 1950, pp 124-ー128.
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教育局の提案を考察してこの稿を終ることにしたい。

中間学区は地方教育行政制度における三元構造の一翼として州教育局・

地方学区を結び後者を補足する機能を担当してきた。従って現代教育に対

応する中間学区の再編成もこの三元構造の原理に方向づけられ，わけても

それが地方分権再編成の一環を形成するという意味において地方学区強化

の線に沿うものでなければならない。 との原則に基き中間学区協議会は

「中間学区は共同体学区にとって代ってはならない。政治が民衆の手許に

おかれている限り共同体学区は最も有力な行政組織である。いかなる中

間学区の改変も共同体学区を弱体化してはならないし共同体学区も中間学
(67) 

区に従属してその自立性を失うべきでない」と主張する。また，その権限

の配分に当っても「もし民衆に最も身近かな政府単位が与えられた権限を

完全にかつ効果的に遂行できる場合それに権限を付与すべきであるという

民主的要請に従って，中間学区の機能は共同体学区が担当し得ない，ある
(68〕

いは効果的に遂行できない機能に限定すべきである」という。そして「その1

機能は共同体学区の教育計画の幅と質の向上に役立ち，共同体学区相互の・
(69) 

協力を推進して最大限の教育効果をあげなければならない」としている。

しかも中間学区がそうした機能をもっ執行機関である以上民意を代表する

教育委員会の設立も必要である。それと同時に中間学区が地方学区を強化

し補足するものであるととから各共同体学区の要望を政策に反映する必要；

があり，各学区を代表する諮問委員会の設置も要望される。叉その教育計

画は共同体学区の特殊条件に対応できる多様性をそなえ共同体学区の創意

と個性を尊重する融通性に富んだものでなければならない。その意味から

すぐれた教育長と有能なスタッフの充実が中間学区に要請される。しかも

中間学区と民衆との距離由Z小さくないだけにその距離を縮める教育長の指

導的役割は中間学区の成否を決定するといわれる程大きい。こうした要求：

（註67) Dept of R山富lEd出回目on; The Intermediate Unit of School 

Administ四tion,1955, p. 15沼

（註68) ibid., pp. 147・ー148.

（註69〕 ibid.,pp. 147-148. 
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K対応して協議会は次のような提案をしている。すなわち，（！）中間学区に

は教育委員会が必要である。この委員会は中間学区全体を代表し，中間学

区計画の執行団体でなければならない。（2）中間学区は教育委員会によって

充分な資格をそなえた教育長を任命し有能な専門家を雇傭することが望ま

しい。（的中関学区は財政上独立していなければならない。（4）中間学区は現

状及び将来の状況に適応できるためにその機構に融通性を持つことが必要
(7＇町

である。とするのである。

NEA農村教育局も略乙の提案と同じ観点に立って次のように主張す
(71) 

る。アメリカにおける公立学校は大部分が三政府組織機構一一州・中間・

地方ーーのなかで運営され，その機能は能うかぎり分権化されている。こ

の組織類型は中央権力に対する障壁であると同時に地方の条件と環境への

適応に最も適したものである。従って中間学区の再編成もこの原則に基い

て行われる必要があり，権限の百E分に当っても共同体学区が完全・公正・

効果的に遂行できる機能を犯してはならない。中間学区に与えられる機能

は共同体学区における教育計画を補足し援助することと，共同体学区間に

おける協力体制を確立するととであるとして，具体的に以下の機能を挙げ
(72) 

る。すなわち，共同体学区で充足できない教育計画・行政問題を補足する

機能として，成人・特殊児童・商業・工業・農業等の特別教育，保健・娯

楽サ｛ピス，カンセリングとガイダンz，児童管理，児童の送迎，図書・

教材・視聴覚資料，財政，法律，学校給食等のサービス，講習会の開催，

そして共同体学区聞の協力体制を確立する機能として，資料・情報の蒐集

と報告書の作成，共同体学区との協力体制を確保する行動基準の決定，共

伺体学区間にみられる対立の調嘩ら共同体学区にそれぞれ特有な諸問題の

発見とその解釈，および共同体学区間，州と共同体学区との情報交換によ

る意志の疏通とである。ついでこうした機能遂行に当って融通性と柔軟性

に富んだ指導と計画の必要性を指摘した後次の概括的な提案を行う。

〈註70) ibid., p. 151. 

〈註71) Isemberg, R M ; op. c比， pp. 18日ー182.

〈註72) Isemberg, R M.; op dt, pp. 185-191. 
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（！）中間学区は教育委員会を選出しなければならなν、。教育委員会は民主

的な教育行政組織に不可欠であそ。そして委員会は政策決定機関として機

能L，有能な教育長を任命しなければならない。

(2）中間学区は各共同体学区代表が行政に参加できるような措置を講じな

ければならない。中間学区設定の目的は共同体学区に必要なサービスを提

供ずることにある。その意味から各共同体代表から成る諮問委員会を設置

してそれぞれの要望を政策に反映することが望ましい。

(3）中間学区は諮問委員会・共同険学区行政担当者との協力体制を確立す

る必要がある。それには乙うした諸団体と教育長との悶で定期的な会合を

もち，中間学区の人事・サービス，諸計画案等の問題について意見を交換

Lし，行政問題を共同に企画することが得策である。

(4）中間学区は共同体の要望に応えうる適切な教育計画が保障できる大い

さのものでなければならない。その最大規模については現在のところ決ま

っていないロしかしそれが必要なサーピスを効果泊に充足できる大きさの

ものでなければならないことは明らかであるロそれと同時に中間学区と共

同体学区の密接な人間的接触を損い，逆に非効率を招く程の大いさであっ

てはならない。I

(5）中間学区は変化する環境と機能主に適応できるよう組織に融通性がな

くてはならない。それが補足しようとする共同体学区の計画はそれぞれに

異った独自性をもっ。従って中間学区の機能に多様性と融通性を持たせる

必要があって，それを法によって固定するのは得策でない。

(6）特定のサービス提供のため中間学区相互が協力できる措置を講じるこ

とも必要である。

(7）中間学区はその教育計函を推進するにふさわしい財源をもつことが望

まれる。それには州当局が平衡化の原理に塞いた財政補助をするととが必

要であり，課税権を中間学区教育委員会に与える必要もある。なお，ある

特定のー時的なサービスを充足するため中間学区とそれを必要とする共同

休学区との聞で財政分担の契約をかわすこともー便法でよ＇.t
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以上が中間学区協議会 ・NEA農村教育局の提案である。それは委員会

自体が断わる如く，包括的なものでなければまた最後的な内容をもつもの

でもない。それはたかだか今後の研究に一つの府組を与える提案にすぎな

い。しかしながら，包括的教育計画を充足して現代教育の要請に応え，今日

の変化した社会的経済的事情とに適応する広域を前提としながら特別学区

制度の複雑性を避け，カウンテイ学区制による二元構造制に伴う権限の中

央集中，遠隠管理を排除する点においてこの提案は高く評価されなければ

ならない。別言するととの提案にもられた中間学区再編成は地方の創意・

責任・民衆の行政参与という地方自治の基調に合致する共同体学区を存続

しつつカウンテイ学区に特徴的な教育・行政上の効率をも確保する，つま

り共同体学区・カウンテイ学区の二つを止揚する最もすぐれた解決策であ

るともいえよう。また伝統均な三元構造の原理に立脚して教育・行政上の効

率と民主主議とを調整するこの中間学区再編成は現在進展中の地方分権再

編成運動の本質を射当てたものといっても決じで過言ではない。もちろん

この提案を現実に適用するに当って数々の問題に逢着することはいうまで

もない。三元搭造に伴う行政の競合や権限の重複を排除する具体策，中間

学区委員会と諮問委員会との調整，権限の配分・行政責任を法に明文化す

ることの可否等の問題は現在大きく論議が分れている〉。なかでも中間学区

の適正規模については「必要な教育計画を充分かつ経済的に与えうる程度

！の生徒数を含む地域，すぐれた指導者在充分に確保できる地域，民衆が教
(751 

脊計画に対して強い責任感を持ちうる程充分に結集した地域」であるとー

般的な基準を定める段階を出て’いない。必要最低児童数にづいてもあるも
げ別

のは2万としあるもの啓5万とする状態である。もっとも現実においては

〈註73) Isemberg, R M.; op. cit.、pp.197・ー198.、
（註74) Hall, R. M .. L回 the民 F P 四 dRobert, C. T.；“Org回目ation 

of 2chools and Admmi此目白veUnits”， R由討や ofEducat・ anal 
Research, XXV.-4 (Oct, 1955), p 342 

Jam田， H T ; "Intergovernmental Relations m Ed旧国tionヘ
Review of Edu回tionalResearch XXV-4 (Oct, 1958), p. 288. 

（乱75) 文部省普E局編， OP・Cit., p. 40. 
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カウンテイが中間学区として24州で採訳されている。とのことはカウンテ

イ教育局がその機能を担当して来たという歴史的事情によるが，政府諸機

関がカウンテイ単位にサービスを提供していることから，それら諸機関の
(77】

協力が得やすいという積極的理由にもよる日しかしテキサス，イリノイの

調査では，カウンテイに大小の差があって必しも好ましい単位体でないと

され，イングラハムは教育機会の不平等を資らす一因をそこに見出してい
(78) 

る。とうした未解決の問題が堆積しているのが中間学区再編成の現状であ

勺て， 「農村教育のフロンティャ」と序ばれるのもその意味がらであるn

しかしながらフロンティアであるだけにそこには実り豊かな将来が約束さ

れているのである。その開拓は困難ではあるが，決して不可能ではないロ

このことは既にニューヨーク州で実証済みである。そこでは，草の根主義

に立脚する州教育局の民衆答蒙・世論の形成による政策法透と民衆の組

織化，およびそうした上からの組織化のなかから自発的に生れる民衆の積

極的な行政参与とによって学区再編成は順調に進展し成果をあげつつあ

る。従って，中間学区開拓の衝に当るカウンテイ教育長がかつての学区再

編成に示した熱意と指導力をより以上に発障できるか否かにその成否がか

かっているといえよう。この意味において吾々も農村教育局1954年年椴の

結び，すなわち「中間学区成否の鍵は指導力にある」との言葉を借りてこ

の稿を終るととにしょす。

＊ 例えば， 1943年，農対行政省白下でrn教育局は学区再編成地方委員会に対し
て二日間の研修会を首都で開催して，（1）学区再編成法り説明と解説，（2）教穿6か
年計画，刷校舎・運動場の増築と設計， ω運輸施設と運輸Jν－I 0)設営，侶）財政
計画等に助力している。こうした研修会で年平均30から400)研究が行わh.,1954 

年には 614入。委員が参加したといわれている。（Gri伍n,F. H.,“Th• Roi• 
of the State Ed 1cation Departm2nt in School Dis凶 ctR,•a'g四i目白on ヘ

Ru四lEducation, 1955 Yearhook, 1955, pp. 333『 335.

料 ここでは都市学区，学区と地方行政単位との関係について触れられていな
いが，それ等は次縞で取あげることにする。

〈註76) Hall, R. M., L田.the四， F.P., and Roher!，じ T.; op cit. pp, 
341-342. 

〈註77〕 Isemb町 g,R M , op. cit , p 191. 
〈註78) Isemberg, R. M ; op. cit , pp. 143ー144.
（註79) Isemberg, R. M ; op. cit , p. 219. 


